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1.15 事故時の計装に関する手順等 

 

【要求事項】 

 発電用原子炉設置者において、重大事故等が発生し、計測機器（非常用のものを含む。）

の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測

することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把

握するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示さ

れていること。 

 

【解釈】 

１ 「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測すること

が困難となった場合においても当該パラメータを推定するために有効な情報を把握する

ために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措

置を行うための手順等をいう。なお、「当該重大事故等に対処するために監視することが

必要なパラメータ」とは、事業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止

対策を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を意味する。 

ａ）設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能力を明確化するこ

と。（最高計測可能温度等） 

ｂ）発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場合の発電用原

子炉施設の状態を推定すること。 

ⅰ）原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位を推定すること。 

ⅱ）原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を推定すること。 

ⅲ）推定するために必要なパラメータについて、複数のパラメータの中から確からし

さを考慮し、優先順位を定めておくこと。 

ｃ）原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想定される重大

事故等の対応に必要となるパラメータが計測又は監視及び記録ができること。 

ｄ）直流電源喪失時に、特に重要なパラメータを計測又は監視を行う手順等（テスター又

は換算表等）を整備すること。 
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するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合に，当該パラメータ

の推定に有効な情報を把握するため，計器の故障（検出器の測定値不良，ケーブルの断線等）時の対

応，計器の計測範囲を超えた場合への対応，計器電源の喪失時の対応，計測結果を記録する手順等を

整備する。 

 

 

1.15 事故時の計装に関する手順等 

 

【要求事項】 

 発電用原子炉設置者において、重大事故等が発生し、計測機器（非常用のものを含む。）

の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測

することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把

握するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示さ

れていること。 

 

【解釈】 

１ 「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測すること

が困難となった場合においても当該パラメータを推定するために有効な情報を把握する

ために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措

置を行うための手順等をいう。なお、「当該重大事故等に対処するために監視することが

必要なパラメータ」とは、事業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止

対策を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を意味する。 

ａ）設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能力を明確化するこ

と。（最高計測可能温度等） 

ｂ）発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場合の発電用原

子炉施設の状態を推定すること。 

ⅰ）原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位を推定すること。 

ⅱ）原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を推定すること。 

ⅲ）推定するために必要なパラメータについて、複数のパラメータの中から確からし

さを考慮し、優先順位を定めておくこと。 

ｃ）原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想定される重大

事故等の対応に必要となるパラメータが計測又は監視及び記録ができること。 

ｄ）直流電源喪失時に、特に重要なパラメータを計測又は監視を行う手順等（テスター又

は換算表等）を整備すること。 

 

 重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故障等により，当該重大事故等に対処

するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合に，当該パラメータ

の推定に有効な情報を把握するため，計器の故障（検出器の測定値不良，ケーブルの断線等）時の対

応，計器の計測範囲を超えた場合への対応，計器電源の喪失時の対応，計測結果を記録する手順等を

整備する。 

 

 



柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表 
【対象項目：1.15 事故時の計装に関する手順等】 

3 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 設置変更許可申請書 再補正（平成 29 年 12 月 18 日） 東海第二発電所 備考 

1.15.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

重大事故等時において，炉心損傷防止対策，格納容器破損防止対策等を実施するため，発電用

原子炉施設の状態を把握することが重要である。当該重大事故等に対処するために監視すること

が必要なパラメータを，技術的能力に係る審査基準（以下「審査基準」という。）1.1～1.15の手

順着手の判断基準及び操作手順に用いられるパラメータ並びに有効性評価の判断及び確認に用

いるパラメータを抽出する（以下「抽出パラメータ」という。）。 

なお，審査基準1.16～1.19 の手順着手の判断基準及び操作手順に用いられるパラメータにつ

いては，炉心損傷防止対策，格納容器破損防止対策等を成功させるための手順ではないため，各々

の手順において整理する。 

抽出パラメータのうち，当該重大事故等の炉心損傷防止対策，格納容器破損防止対策等を成功

させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を直接監視するパラメータ※1（以下

「主要パラメータ」という。）及び主要パラメータを計測するための重大事故等対処設備を選定

する。 

※1：原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水

量，原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度及び放射線量率，未臨界の維持又は

監視，最終ヒートシンクの確保，格納容器バイパスの監視，水源の確保，原子炉建屋内の

水素濃度,原子炉格納容器内の酸素濃度，使用済燃料プールの監視。 

また，計器の故障，計器の計測範囲（把握能力）の超過及び計器電源喪失により，主要パラメ

ータを計測することが困難となった場合において，主要パラメータの推定に必要なパラメータ

（以下「代替パラメータ」という。）を用いて対応する手段を整備し，重大事故等対処設備を選

定する（第1.15.1 図，第1.15.2 図）（以下「機能喪失原因対策分析」という。）。 

さらに，原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度，放射線量率等，想定される重大事

故等の対応に必要となるパラメータの記録手順及びそのために必要となる重大事故等対処設備

を選定する。抽出パラメータのうち，発電用原子炉施設の状態を直接監視することができないパ

ラメータについては，電源設備の受電状態，重大事故等対処設備の運転状態及びその他の設備の

運転状態により発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータ（以下「補助パラメータ」

という。）に分類し，第1.15.4 表に整理する。なお，重大事故等対処設備の運転・動作状態を表

示する設備（ランプ表示灯等）については，各条文の設置許可基準規則第四十三条への適合状況

のうち，(2)操作性（設置許可基準規則第四十三条第一項二）にて，適合性を整理する。 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うための対応手段及び自主対策設備※2を選

定する。 

※2 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全てのプラント状況におい

て使用することは困難であるが，プラント状況によっては，事故対応に有

効な設備。 

選定した重大事故等対処設備により，審査基準だけでなく，設置許可基準規則第五十八条及び

1.15.1 対応手段と設備の選定 

 (1) 対応手段と設備の選定の考え方 

   重大事故等時において，炉心損傷防止対策，格納容器破損防止対策等を実施するため，発電用

原子炉施設の状態を把握することが重要である。当該重大事故等に対処するために監視すること

が必要なパラメータを，技術的能力に係る審査基準（以下「審査基準」という。）1.1～1.15 の手

順着手の判断基準及び操作手順に用いられるパラメータ並びに有効性評価の判断及び確認に用

いるパラメータを抽出する（以下「抽出パラメータ」という。）。 

   なお，審査基準 1.16～1.19 の手順着手の判断基準及び操作手順に用いられるパラメータにつ

いては，炉心損傷防止対策，格納容器破損防止対策等を成功させるための手順ではないため，各々

の手順において整理する。 

   抽出パラメータのうち，当該重大事故等の炉心損傷防止対策，格納容器破損防止対策等を成功

させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を直接監視するパラメータ※１（以下

「主要パラメータ」という。）及び主要パラメータを計測するための重大事故等対処設備を選定

する。 

※1 原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水

量，原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度及び放射線量率，未臨界の維持又は

監視，最終ヒートシンクの確保，格納容器バイパスの監視，水源の確保，原子炉建屋内の

水素濃度，原子炉格納容器内の酸素濃度，使用済燃料プールの監視。 

   また，計器の故障，計器の計測範囲（把握能力）の超過及び計器電源喪失により，主要パラメ

ータを計測することが困難となった場合において，主要パラメータの推定に必要なパラメータ

（以下「代替パラメータ」という。）を用いて対応する手段を整備し，重大事故等対処設備を選

定する（第 1.15－1図，第 1.15－2図）（以下「機能喪失原因対策分析」という。）。 

   さらに，原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度，放射線量率等，想定される重大事

故等の対応に必要となるパラメータの記録手順及びそのために必要となる重大事故等対処設備

を選定する。抽出パラメータのうち，発電用原子炉施設の状態を直接監視することができないパ

ラメータについては，電源設備の受電状態，重大事故等対処設備の運転状態及びその他の設備の

運転状態により発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータ（以下「補助パラメータ」

という。）に分類し，第 1.15－4表に整理する。なお，重大事故等対処設備の運転・動作状態を表

示する設備（ランプ表示灯等）については，各条文の設置許可基準規則第四十三条への適合状況

のうち，(2)操作性（設置許可基準規則第四十三条第一項二）にて，適合性を整理する。 

   重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うための対応手段及び自主対策設備※２を選

定する。 

※2 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全てのプラント状況におい

て使用することは困難であるが，プラント状況によっては，事故対応に有

効な設備。 

   選定した重大事故等対処設備により，審査基準だけでなく，設置許可基準規則第五十八条及び
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技術基準規則第七十三条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅されて

いることを確認するとともに自主対策設備との関係を明確にする。 

主要パラメータは以下のとおり分類する。 

・重要監視パラメータ 

主要パラメータのうち，耐震性，耐環境性を有し，重大事故等対処設備としての要求事項

を満たした計器を少なくとも1 つ以上有するパラメータをいう。 

・有効監視パラメータ 

主要パラメータのうち，自主対策設備の計器のみで計測されるが，計測することが困難と

なった場合にその代替パラメータが重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器

で計測されるパラメータをいう。 

代替パラメータは以下のとおり分類する。 

・重要代替監視パラメータ 

主要パラメータの代替パラメータを計測する計器が重大事故等対処設備としての要求事

項を満たした計器を少なくとも1 つ以上有するパラメータをいう。 

・有効監視パラメータ 

主要パラメータの代替パラメータが自主対策設備の計器のみで計測されるパラメータを

いう。 

また，主要パラメータ及び代替パラメータを計測する設備を以下のとおり分類する。 

主要パラメータを計測する計器は以下のとおり。 

・重要計器 

重要監視パラメータを計測する計器のうち，耐震性，耐環境性を有し，重大事故等対処設

備として位置付ける計器をいう。 

・常用計器 

主要パラメータを計測する計器のうち，重要計器以外の自主対策設備の計器をいう。 

代替パラメータを計測する計器は以下のとおり。 

・重要代替計器 

重要代替監視パラメータを計測する計器のうち，耐震性，耐環境性を有し，重大事故等対

処設備として位置付ける計器をいう。 

・常用代替計器 

代替パラメータを計測する計器のうち，重要代替計器以外の自主対策設備の計器をいう。

なお，主要パラメータが重大事故等対処設備で計測できず，かつその代替パラメータも重大事

故等対処設備で計測できない場合は，重大事故等時に発電用原子炉施設の状況を把握するため，

主要パラメータを計測する計器の１つを重大事故等対処設備としての要求を満たした計器へ変

更する。 

以上の分類により抽出した重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを第1.15.2表に

示す。あわせて，設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態を把握する能力を明確

技術基準規則第七十三条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅されて

いることを確認するとともに，自主対策設備との関係を明確にする。 

   主要パラメータは以下のとおり分類する。 

   ・重要監視パラメータ 

     主要パラメータのうち，耐震性，耐環境性を有し，重大事故等対処設備としての要求事項

を満たした計器を少なくとも 1 つ以上有するパラメータをいう。 

   ・有効監視パラメータ 

     主要パラメータのうち，自主対策設備の計器のみで計測されるが，計測することが困難と

なった場合にその代替パラメータが重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器

で計測されるパラメータをいう。 

   代替パラメータは以下のとおり分類する。 

   ・重要代替監視パラメータ 

     主要パラメータの代替パラメータを計測する計器が重大事故等対処設備としての要求事

項を満たした計器を少なくとも 1 つ以上有するパラメータをいう。 

   ・常用代替監視パラメータ 

     主要パラメータの代替パラメータが自主対策設備の計器のみで計測されるパラメータを

いう。 

   また，主要パラメータ及び代替パラメータを計測する設備を以下のとおり分類する。 

   主要パラメータを計測する計器は以下のとおり。 

   ・重要計器 

     重要監視パラメータを計測する計器のうち，耐震性，耐環境性を有し，重大事故等対処設

備として位置付ける計器をいう。 

   ・常用計器 

     主要パラメータを計測する計器のうち，重要計器以外の自主対策設備の計器をいう。 

   代替パラメータを計測する計器は以下のとおり。 

   ・重要代替計器 

     重要代替監視パラメータを計測する計器のうち，耐震性，耐環境性を有し，重大事故等対

処設備として位置付ける計器をいう。 

   ・常用代替計器 

     代替パラメータを計測する計器のうち，重要代替計器以外の自主対策設備の計器をいう。

   なお，主要パラメータが重大事故等対処設備で計測できず，かつその代替パラメータも重大事

故等対処設備で計測できない場合は，重大事故等時に発電用原子炉施設の状況を把握するため，

主要パラメータを計測する計器の１つを重大事故等対処設備としての要求を満たした計器へ変

更する。 

   以上の分類により抽出した重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを第1.15－2表に

示す。あわせて，設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態を把握する能力を明確
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化するために，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測範囲，個数，耐震性及び

非常用電源からの給電の有無についても整理する。 

整理した結果を踏まえ，原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉圧力容器及び

原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータの値が計測範囲を超えた場合，発電用原子炉施

設の状態を推定するための手段を整備する。 

重大事故等の対処に必要なパラメータを計測又は監視し，記録する手順等を整備する。 

 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

機能喪失原因対策分析の結果，監視機能の喪失として計器故障及び計器の計測範囲（把握能力）

を超過した場合を想定する。また，全交流動力電源喪失及び直流電源喪失による計器電源の喪失

を想定する。 

a. パラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設の状態を把握するための手段及び

設備 

(a) 対応手段 

重大事故等の対処時に主要パラメータを計測する計器が故障した場合，発電用原子炉施設

の状態を把握するため，多重化された計器の他チャンネル※3の計器により計測する手段及び

代替パラメータを計測する計器により当該パラメータを推定する手段がある（第1.15.3表）。

 

     ※3 チャンネル：単一故障を想定しても，パラメータの監視機能が喪失しないように，1

つのパラメータを測定原理が同じである複数の計器で監視しており，

多重化された監視機能のうち，検出器から指示部までの最小単位をチ

ャンネルと呼ぶ。 

他チャンネルによる計測に使用する計器は以下のとおり。 

・主要パラメータの他チャンネルの重要計器 

・主要パラメータの他チャンネルの常用計器 

代替パラメータを計測する計器は以下のとおり。 

・重要代替計器 

・常用代替計器 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

機能喪失原因対策分析の結果により選定した，主要パラメータを計測する計器の故障時に

発電用原子炉施設の状態を把握するための設備のうち，当該パラメータの他チャンネルの重

要計器は重大事故等対処設備として位置付ける。代替パラメータによる推定に使用する設備

のうち，重要代替計器は重大事故等対処設備として位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されてい

る。 

化するために，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測範囲，個数，耐震性及び

非常用電源からの給電の有無についても整理する。 

   整理した結果を踏まえ，原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉圧力容器及び

原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータの値が計測範囲を超えた場合，発電用原子炉施

設の状態を推定するための手段を整備する。 

   重大事故等の対処に必要なパラメータを計測又は監視し，記録する手順等を整備する。 

 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

   機能喪失原因対策分析の結果，監視機能の喪失として計器故障及び計器の計測範囲（把握能力）

を超過した場合を想定する。また，全交流動力電源喪失及び直流電源喪失による計器電源の喪失

を想定する。 

  ａ．パラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設の状態を把握するための手段及び設

備 

   (a) 対応手段 

     重大事故等の対処時に主要パラメータを計測する計器が故障した場合，発電用原子炉施設

の状態を把握するため，多重化された計器の他チャンネル※３の計器により計測する手段及び

代替パラメータを計測する計器により当該パラメータを推定する手段がある（第 1.15－3

表）。 

     ※3 チャンネル：単一故障を想定しても，パラメータの監視機能が喪失しないように，1

つのパラメータを測定原理が同じである複数の計器で監視しており，

多重化された監視機能のうち，検出器から指示部までの最小単位をチ

ャンネルと呼ぶ。 

     他チャンネルによる計測に使用する計器は以下のとおり。 

     ・主要パラメータの他チャンネルの重要計器 

     ・主要パラメータの他チャンネルの常用計器 

     代替パラメータを計測する計器は以下のとおり。 

     ・重要代替計器 

     ・常用代替計器 

 

   (b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

     機能喪失原因対策分析の結果により選定した，主要パラメータを計測する計器の故障時に

発電用原子炉施設の状態を把握するための設備のうち，当該パラメータの他チャンネルの重

要計器は重大事故等対処設備として位置付ける。代替パラメータによる推定に使用する設備

のうち，重要代替計器は重大事故等対処設備として位置付ける。 

     これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されてい

る。 
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以上の重大事故等対処設備により，主要パラメータを把握することができる。また，以下

の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため，自主対策設備として位

置付ける。あわせて，その理由を示す。 

・主要パラメータの他チャンネルの常用計器及び常用代替計器 

耐震性又は耐環境性はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握するこ

とが可能なことから代替手段として有効である。 

 

b. 原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注

水量を監視するパラメータの値が計器の計測範囲を超えた場合に発電用原子炉施設の状態

を把握するための手段及び設備 

(a) 対応手段 

重大事故等の対処時に当該パラメータが計測範囲を超えた場合は，発電用原子炉施設の状

態を把握するため，代替パラメータを計測する計器により必要とするパラメータの値を推定

する手段及び可搬型の計測器により計測する手段がある。 

 

 

 

代替パラメータによる推定に使用する設備は以下のとおり。 

・重要代替計器 

・常用代替計器 

可搬型の計器による計測に使用する設備は以下のとおり。 

・可搬型計測器 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

機能喪失原因対策分析の結果により選定した，主要パラメータの値が計器の計測範囲を超

えた場合に，発電用原子炉施設の状態を把握するための設備のうち，重要代替計器及び可搬

型計測器は重大事故等対処設備として位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されてい

る。 

以上の重大事故等対処設備により，当該パラメータを把握することができる。また，以下

の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため,自主対策設備として位

置付ける。あわせて，その理由を示す。 

・常用代替計器 

耐震性又は耐環境性はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握する

ことが可能なことから代替手段として有効である。 

 

     以上の重大事故等対処設備により，主要パラメータを把握することができる。また，以下

の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため，自主対策設備として位

置付ける。あわせて，その理由を示す。 

     ・主要パラメータの他チャンネルの常用計器及び常用代替計器 

       耐震性又は耐環境性はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握する

ことが可能なことから代替手段として有効である。 

 

  ｂ．原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水

量を監視するパラメータの値が計器の計測範囲を超えた場合に発電用原子炉施設の状態を

把握するための手段及び設備 

   (a) 対応手段 

     重大事故等の対処時に当該パラメータが計測範囲を超えた場合は，発電用原子炉施設の状

態を把握するため，代替パラメータを計測する計器により必要とするパラメータの値を推定

する手段及び可搬型の計測器（可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の温度，

圧力，水位及び流量（注水量）計測用）及び可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納

容器内の圧力，水位及び流量（注水量）計測用）（以下「可搬型計測器」という。））により計

測する手段がある。 

     代替パラメータによる推定に使用する設備は以下のとおり。 

     ・重要代替計器 

     ・常用代替計器 

     可搬型の計測器による計測に使用する設備は以下のとおり。 

     ・可搬型計測器 

 

   (b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

     機能喪失原因対策分析の結果により選定した，主要パラメータの値が計器の計測範囲を超

えた場合に，発電用原子炉施設の状態を把握するための設備のうち，重要代替計器及び可搬

型計測器は重大事故等対処設備として位置付ける。 

     これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されてい

る。 

     以上の重大事故等対処設備により，当該パラメータを把握することができる。また，以下

の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため，自主対策設備として位

置付ける。あわせて，その理由を示す。 

     ・常用代替計器 

       耐震性又は耐環境性はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握する

ことが可能なことから代替手段として有効である。 
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c. 計測に必要な計器電源が喪失した場合の手段及び設備 

(a) 対応手段 

監視する計器に供給する電源（以下「計器電源」という。）が喪失し，監視機能が喪失し

た場合に，代替電源（交流，直流）から給電し，当該パラメータの計器により計測又は監視

する手段がある。 

また，計器電源が喪失した場合に，電源（乾電池）を内蔵した可搬型の計測器を用いて計

測又は監視する手段がある。計器の電源構成図を第1.15.4図に示す。 

代替電源（交流）からの給電に使用する設備は以下のとおり。 

・常設代替交流電源設備 

・第二代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

代替電源（直流）からの給電に使用する設備は以下のとおり。 

・所内蓄電式直流電源設備 

 

・可搬型直流電源設備 

・直流給電車及び可搬型代替交流電源設備 

可搬型の計測器による計測又は監視する設備は以下のとおり。 

・可搬型計測器 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

機能喪失原因対策分析の結果により選定した，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電

源設備，所内蓄電式直流電源設備，可搬型直流電源設備，可搬型計測器は，重大事故等対処

設備として位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されてい

る。 

以上の重大事故等対処設備により，主要パラメータを把握することができる。また以下の

設備は，プラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため,自主対策設備として位

置付ける。あわせて，その理由を示す。 

・第二代替交流電源設備 

耐震性は確保されていないが，常設代替交流電源設備と同等の機能を有することか

ら，健全性が確認できた場合において，重大事故等の対処に必要となるパラメータの監

視が可能となることから代替手段として有効である。 

・直流給電車 

給電開始までに時間を要するが，給電可能であれば重大事故等の対処に必要となるパ

ラメータの監視が可能となることから代替手段として有効である。 

 

  ｃ．計測に必要な計器電源が喪失した場合の手段及び設備 

   (a) 対応手段 

     監視する計器に供給する電源（以下「計器電源」という。）が喪失し，監視機能が喪失し

た場合に，代替電源（交流，直流）から給電し，当該パラメータの計器により計測又は監視

する手段がある。 

     また，計器電源が喪失した場合に，電源（乾電池）を内蔵した可搬型の計測器を用いて計

測又は監視する手段がある。計器の電源構成図を第 1.15－4図に示す。 

     代替電源（交流）からの給電に使用する設備は以下のとおり。 

     ・常設代替交流電源設備 

 

     ・可搬型代替交流電源設備 

     代替電源（直流）からの給電に使用する設備は以下のとおり。 

     ・所内常設直流電源設備 

     ・常設代替直流電源設備 

     ・可搬型代替直流電源設備 

 

     可搬型の計測器による計測又は監視に使用する設備は以下のとおり。 

     ・可搬型計測器 

 

   (b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

     機能喪失原因対策分析の結果により選定した，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電

源設備，所内常設直流電源設備，常設代替直流電源設備，可搬型代替直流電源設備，可搬型

計測器は，重大事故等対処設備として位置付ける。 

     これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されてい

る。 

     以上の重大事故等対処設備により，主要パラメータを把握することができる。 
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d. 重大事故等時のパラメータを記録する手段及び設備 

(a) 対応手段 

重大事故等時において，原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度，放射線量率等，

想定される重大事故等の対応に必要となる重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメー

タを記録する手段がある。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを記録する設備は以下のとおり。 

・安全パラメータ表示システム（SPDS） 

安全パラメータ表示システム（SPDS）は，データ伝送装置，緊急時対策支援システム

伝送装置及びSPDS表示装置により構成される。 

また，重大事故等時の有効監視パラメータが使用できる場合は，パラメータを記録する手

段がある。 

有効監視パラメータを記録する設備は以下のとおり。 

・安全パラメータ表示システム（SPDS） 

 

なお，その他の記録として，警報発生及びプラントトリップ状態を記録する手段がある。

その他のパラメータを記録する設備は以下のとおり。 

・プロセス計算機 

重要監視パラメータは，原則，安全パラメータ表示システム（SPDS）へ記録するが，監視

が必要な時に現場に設置する計器，複数の計測結果を使用し計算により推定する監視パラメ

ータ（計測結果を含む）の値は，記録用紙に記録する手順を整備する。 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを記録する設備である安全パラメータ

表示システム（SPDS）は，重大事故等対処設備として位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されてい

る。 

以上の重大事故等対処設備により，重要な監視パラメータを記録することができる。また，

以下の設備は，プラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため,自主対策設備と

して位置付ける。あわせて，その理由を示す。 

・プロセス計算機 

 

耐震性を有していないが，設備が健全である場合は重大事故等の対処に必要となる監

視パラメータの記録が可能なことから代替手段として有効である。 

 

e. 手順等 

上記の「a. パラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設の状態を把握するため

  ｄ．重大事故等時のパラメータを記録する手段及び設備 

   (a) 対応手段 

     重大事故等時において，原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度，放射線量率等，

想定される重大事故等の対応に必要となる重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメー

タを記録する手段がある。 

     重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを記録する設備は以下のとおり。 

     ・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

       安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，データ伝送装置，緊急時対策支援シス

テム伝送装置及びＳＰＤＳデータ表示装置により構成される。      

     また，重大事故等時の有効監視パラメータ及び常用代替監視パラメータが使用できる場合

は，パラメータを記録する手段がある。 

     有効監視パラメータ及び常用代替監視パラメータを記録する設備は以下のとおり。 

     ・プロセス計算機 

     ・記録計 

     なお，その他の記録として，警報発生及びプラントトリップ状態を記録する手段がある。

     その他のパラメータを記録する設備は以下のとおり。 

     ・プロセス計算機 

     重要監視パラメータは，原則，安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）へ記録するが，

可搬型計測器により測定したパラメータの値，複数の計測結果を使用し計算により推定する

監視パラメータ（計測結果を含む）の値は，記録用紙に記録する手順を整備する。 

 

   (b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

     重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを記録する設備である安全パラメータ

表示システム（ＳＰＤＳ）は，重大事故等対処設備として位置付ける。 

     これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されてい

る。 

     以上の重大事故等対処設備により，重要な監視パラメータを記録することができる。また，

以下の設備は，プラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため，自主対策設備と

して位置付ける。あわせて，その理由を示す。 

     ・プロセス計算機 

     ・記録計 

       耐震性を有していないが，設備が健全である場合は重大事故等の対処に必要となる監

視パラメータの記録が可能なことから代替手段として有効である。 

 

  ｅ．手 順 等 

    上記の「ａ．パラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設の状態を把握するため



柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表 
【対象項目：1.15 事故時の計装に関する手順等】 

9 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 設置変更許可申請書 再補正（平成 29 年 12 月 18 日） 東海第二発電所 備考 

の手段及び設備」，「b. 原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉圧力容器及

び原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータの値が計器の計測範囲を超えた場合に発

電用原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備」，「c. 計測に必要な計器電源が喪失

した場合の手段及び設備」及び「d. 重大事故等時のパラメータを記録する手段及び設備」に

より選定した対応手段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応として事故時運転操作手順書(徴候ベー

ス)，AM 設備別操作手順書及びアクシデントマネジメントの手引きに定める(第1.15.1 表)。 

 

 

 

1.15.2 重大事故等時の手順等 

1.15.2.1 監視機能喪失 

(1) 計器の故障 

主要パラメータを計測する計器が，故障により計測することが困難となった場合，当該パラメ

ータを推定する手段を整備する(第1.15.3 表)。 

a. 手順着手の判断基準 

重大事故等に対処するために発電用原子炉施設の状態を把握するために必要な重要監視パ

ラメータを計測する重要計器が故障した場合※１。 

※1：重要計器の指示値に，以下のような変化があった場合 

・通常時や事故時に想定される値から，大きな変動がある場合 

・複数ある計器については，それぞれの指示値の差が大きい場合 

・計器信号の喪失に伴い，指示値が計測範囲外にある場合 

・計器電源の喪失に伴い，指示値の表示が消滅した場合 

 

b. 操作手順 

計器の故障の判断及び対応手順は，以下のとおり。 

①運転員は，発電用原子炉施設の状態を把握するために必要な重要監視パラメータについ

て，他チャンネルの重要計器がある場合には，当該計器により当該パラメータを計測す

る。 

また，当該パラメータの常用計器が監視可能であれば確認に使用する。 

②運転員は，読み取った指示値が正常であることを，計測範囲内にあること及びプラント

状況によりあらかじめ推定される値との間に大きな差異がないことより確認する。 

③当該パラメータが計測範囲外，又はプラント状況によりあらかじめ推定される値との間

に大きな差異がある場合には，当直副長は，あらかじめ選定した重要代替監視パラメー

タの計測を運転員に指示する。 

④運転員は，読み取った指示値を当直副長に報告する。なお，常用代替計器が使用可能で

の手段及び設備」，「ｂ．原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉圧力容器及

び原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータの値が計器の計測範囲を超えた場合に発

電用原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備」，「ｃ．計測に必要な計器電源が喪失

した場合の手段及び設備」及び「ｄ．重大事故等時のパラメータを記録する手段及び設備」に

より選定した対応手段に係る手順を整備する。 

    これらの手順は，運転員等※４，重大事故等対応要員及び災害対策要員の対応として「非常時

運転手順書Ⅱ（徴候ベース）」，「非常時運転手順書Ⅱ（停止時徴候ベース）」，「ＡＭ設備別操作

手順書」及び「重大事故等対策要領」に定める（第 1.15－1表）。 

    ※4 運転員等：運転員（当直運転員）及び重大事故等対応要員（運転操作対応）をいう。

 

1.15.2 重大事故等時の手順等 

1.15.2.1 監視機能喪失 

 (1) 計器の故障 

   主要パラメータを計測する計器が，故障により計測することが困難となった場合，当該パラメ

ータを推定する手段を整備する（第 1.15－3表）。 

  ａ．手順着手の判断基準 

    重大事故等に対処するために発電用原子炉施設の状態を把握するために必要な重要監視パ

ラメータを計測する重要計器が故障した場合※５。 

    ※5 重要計器の指示値に，以下のような変化があった場合 

       ・通常時や事故時に想定される値から，大きな変動がある場合 

       ・複数ある計器については，それぞれの指示値の差が大きい場合 

       ・計器信号の喪失に伴い，指示値が計測範囲外にある場合 

       ・計器電源の喪失に伴い，指示値の表示が消滅した場合 

 

  ｂ．操作手順 

    計器の故障の判断及び対応手順は，以下のとおり。 

     ①運転員等は，発電用原子炉施設の状態を把握するために必要な重要監視パラメータにつ

いて，他チャンネルの重要計器がある場合には，当該計器により当該パラメータを計測

する。 

      また，当該パラメータの常用計器が監視可能であれば確認に使用する。 

     ②運転員等は，読み取った指示値が正常であることを，計測範囲内にあること及びプラン

ト状況によりあらかじめ推定される値との間に大きな差異がないことより確認する。 

     ③当該パラメータが計測範囲外，又はプラント状況によりあらかじめ推定される値との間

に大きな差異がある場合には，発電長は，あらかじめ選定した重要代替監視パラメータ

の計測を運転員等に指示する。 

     ④運転員等は，読み取った指示値を発電長に報告する。なお，常用代替計器が使用可能で
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あれば，併せて確認する。 

⑤当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部へ重要代替監視パラメータの

指示値から主要パラメータの推定を依頼する。 

 

 

 

⑥緊急時対策本部は，当直長に主要パラメータの推定結果を報告する。 

 

c. 操作の成立性 

上記の計測及び推定は，中央制御室運転員１名で対応が可能である。 

 

速やかに作業ができるように，推定手順を整備する。 

 

d. 代替パラメータでの推定方法 

主要パラメータを計測する計器の故障により，主要パラメータの監視機能が喪失した場合

は，代替パラメータによる推定を行う。 

計器が故障するまでの発電用原子炉施設の状態及び事象進展状況を踏まえ，関連するパラメ

ータを複数確認し，得られた情報の中から有効な情報を評価することで，発電用原子炉施設の

状態を把握する。 

推定に当たっては，使用する計器が複数ある場合，代替パラメータと主要パラメータの関連

性，検出器の種類，使用環境条件等，以下に示す事項及び計測される値の不確かさを考慮し，

使用するパラメータの優先順位をあらかじめ定める。 

・基準配管に水を満たした構造の計器で計測するパラメータについては，急激な原子炉減圧

等により基準配管の水が蒸発し，不確かな指示を示すことがある。そのような状態が想定

される場合は，関連するパラメータを複数確認しパラメータを推定する。なお，原子炉水

位及び原子炉圧力を除き，基準配管の水位変動に起因する不確かさを考慮する必要はな

い。 

・常用代替計器が監視機能を維持している場合，重大事故等の対処に有効な情報を得ること

ができる。ただし，環境条件や不確かさを考慮し，重要計器又は重要代替計器で測定され

るパラメータの値との差異を評価し，パラメータの値，信頼性を考慮した上で使用する。

・重大事故等時に最も設置雰囲気の環境が厳しくなるのは，炉心損傷及び原子炉圧力容器が

破損した状況であるため，原子炉格納容器内の圧力，温度，放射線量率等が厳しい環境下

においても，その監視機能を維持できる重要代替計器を優先して使用する。また，重大事

故等発生時と校正時の状態変化による影響を考慮する。 

・圧力のパラメータと温度のパラメータを水の飽和状態の関係から推定する場合は，水が飽

和状態でないと不確かさが生じるため，計器が故障するまでの発電用原子炉施設の状況及

あれば，併せて確認する。 

     ⑤発電長は，災害対策本部長代理へ重要代替監視パラメータの指示値から主要パラメータ

の推定を依頼する。 

     ⑥災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に重要代替監視パラメータの値から主要パ

ラメータの推定を指示する。 

     ⑦重大事故等対応要員は，主要パラメータの推定結果を災害対策本部長代理へ報告する。

     ⑧災害対策本部長代理は，発電長に主要パラメータの推定結果を報告する。 

 

  ｃ．操作の成立性 

    上記の計測及び推定は，運転員等（当直運転員）１名，重大事故等対応要員１名で対応が可

能である。 

 速やかに作業ができるように，推定手順を整備する。 

 

  ｄ．代替パラメータでの推定方法 

    主要パラメータを計測する計器の故障により，主要パラメータの監視機能が喪失した場合

は，代替パラメータによる推定を行う。 

    計器が故障するまでの発電用原子炉施設の状態及び事象進展状況を踏まえ，関連するパラメ

ータを複数確認し，得られた情報の中から有効な情報を評価することで，発電用原子炉施設の

状態を把握する。 

    推定に当たっては，使用する計器が複数ある場合，代替パラメータと主要パラメータの関連

性，検出器の種類，使用環境条件等，以下に示す事項及び計測される値の不確かさを考慮し，

使用するパラメータの優先順位をあらかじめ定める。 

    ・基準配管に水を満たした構造の計器で計測するパラメータについては，急激な原子炉減圧

等により基準配管の水が蒸発し，不確かな指示を示すことがある。そのような状態が想定

される場合は，関連するパラメータを複数確認しパラメータを推定する。なお，原子炉水

位及び原子炉圧力を除き，基準配管の水位変動に起因する不確かさを考慮する必要はな

い。 

    ・常用代替計器が監視機能を維持している場合，重大事故等の対処に有効な情報を得ること

ができる。ただし，環境条件や不確かさを考慮し，重要計器又は重要代替計器で測定され

るパラメータの値との差異を評価し，パラメータの値，信頼性を考慮した上で使用する。

    ・重大事故等時に最も設置雰囲気の環境が厳しくなるのは，炉心損傷及び原子炉圧力容器が

破損した状況であるため，原子炉格納容器内の圧力，温度，放射線量率等が厳しい環境下

においても，その監視機能を維持できる重要代替計器を優先して使用する。また，重大事

故等発生時と校正時の状態変化による影響を考慮する。 

    ・圧力のパラメータと温度のパラメータを水の飽和状態の関係から推定する場合は，水が飽

和状態でないと不確かさが生じるため，計器が故障するまでの発電用原子炉施設の状況及
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び事象進展状況を踏まえ，複数の関連パラメータを確認し，有効な情報を得た上で推定す

る。 

・推定に当たっては，代替パラメータの誤差による影響を考慮する。 

 

代替パラメータによる主要パラメータの推定ケースは以下のとおりであり，具体的な推定方

法については，第1.15.3表に整理する。 

・同一物理量（温度，圧力，水位，放射線量率，水素濃度及び中性子束）により推定するケ

ース 

・水位を注水源若しくは注水先の水位変化又は注水量及び吐出圧力により推定するケース 

・流量を注水源又は注水先の水位変化を監視することにより推定するケース 

・除熱状態を温度，圧力，流量等の傾向監視により推定するケース 

・必要なpHが確保されていることを，フィルタ装置水位の水位変化により推定するケース 

 

 

・圧力又は温度を水の飽和状態の関係により推定するケース 

・注水量を注水先の圧力から注水特性の関係により推定するケース 

 

・原子炉格納容器内の水位を格納容器内圧力(D/W)と格納容器内圧力(S/C)の差圧により推定

するケース 

・未臨界状態の維持を制御棒の挿入状態により推定するケース 

・あらかじめ評価したパラメータの相関関係により酸素濃度を推定するケース 

・装置の作動状況により水素濃度を推定するケース 

・エリア放射線モニタの傾向監視により格納容器バイパス事象が発生したことを推定するケ

ース 

・原子炉格納容器への空気（酸素）の流入の有無を原子炉格納容器内圧力により推定するケ

ース 

・使用済燃料プールの状態を同一物理量（温度及び水位），あらかじめ評価した水位と放射

線量率の相関関係及びカメラの監視により，使用済燃料プールの水位又は必要な水遮蔽が

確保されていることを推定するケース 

・原子炉圧力容器内の圧力と原子炉格納容器内の圧力（S/C）の差圧により原子炉圧力容器の

満水状態を推定するケース 

 

e. 重大事故等時の対応手段の選択 

主要パラメータを計測する計器が故障した場合の，対応手段の優先順位を以下に示す。 

主要パラメータを計測する多重化された重要計器が，計器の故障により計測することが困難

となった場合に，他チャンネルの重要計器により計測できる場合は，他チャンネルの重要計器

び事象進展状況を踏まえ，複数の関連パラメータを確認し，有効な情報を得た上で推定す

る。 

    ・推定に当たっては，代替パラメータの誤差による影響を考慮する。 

 

    代替パラメータによる主要パラメータの推定ケースは以下のとおりであり，具体的な推定方

法については，第 1.15－3 表に整理する。 

    ・同一物理量（温度，圧力，水位，流量，放射線量率，水素濃度及び中性子束）により推定

するケース 

    ・水位を注水源若しくは注水先の水位変化又は注水量及び吐出圧力により推定するケース 

    ・流量を注水源又は注水先の水位変化を監視することにより推定するケース 

    ・除熱状態を温度，圧力，流量等の傾向監視により推定するケース 

 

    ・原子炉圧力容器破損後にペデスタル（ドライウェル部）に落下したデブリの冠水状態を温

度により推定するケース 

    ・圧力又は温度を水の飽和状態の関係により推定するケース 

 

    ・注水量をポンプの注水特性の関係により推定するケース 

    ・原子炉格納容器内の水位をドライウェル圧力とサプレッション・チェンバ圧力の差圧によ

り推定するケース 

    ・未臨界状態の維持を制御棒の挿入状態により推定するケース 

    ・あらかじめ評価したパラメータの相関関係により酸素濃度を推定するケース 

    ・装置の作動状況により水素濃度を推定するケース 

    ・エリア放射線モニタの傾向監視により格納容器バイパス事象が発生したことを推定するケ

ース 

    ・原子炉格納容器への空気（酸素）の流入の有無を原子炉格納容器内圧力により推定するケ

ース 

    ・使用済燃料プールの状態を同一物理量（温度），あらかじめ評価した水位と放射線量率の相

関関係及びカメラの監視により，使用済燃料プールの水位又は必要な水遮蔽が確保されて

いることを推定するケース 

    ・原子炉圧力容器内の圧力と原子炉格納容器内の圧力（Ｓ／Ｃ）の差圧により原子炉圧力容

器の満水状態を推定するケース 

 

  ｅ．重大事故等時の対応手段の選択 

    主要パラメータを計測する計器が故障した場合の，対応手段の優先順位を以下に示す。 

    主要パラメータを計測する多重化された重要計器が，計器の故障により計測することが困難

となった場合に，他チャンネルの重要計器により計測できる場合は，他チャンネルの重要計器
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により主要パラメータを計測する。 

他チャンネルの重要計器の故障により，計測することが困難となった場合は，他チャンネル

の常用計器により主要パラメータを計測する。 

主要パラメータを計測する計器の故障により，主要パラメータの監視機能が喪失した場合

は，第1.15.3表にて定める優先順位にて代替計器により代替パラメータを計測し，主要パラメ

ータを推定する。 

 

(2) 計器の計測範囲（把握能力）を超えた場合 

原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水

量を計測するパラメータのうち，パラメータの値が計器の計測範囲を超えるものは，原子炉圧力

容器内の温度及び水位，並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量である。なお，こ

れらのパラメータ以外で計器の計測範囲を超えた場合には，可搬型計測器により計測することも

可能である。可搬型計測器により計測可能な計器について第1.15.2 表に示す。 

・原子炉圧力容器内の温度 

原子炉圧力容器内の温度を計測する計器の計測範囲は，0～350℃である。原子炉の冷却機

能が喪失し，原子炉圧力容器内の水位が有効燃料棒頂部以下になった場合，原子炉圧力容器

温度の計測範囲を超える場合があるが，重大事故等時における損傷炉心冷却成否及び格納容

器下部注水判断の温度は，300℃であり計測範囲内で判断可能である。 

また，原子炉圧力容器温度が計測範囲を超える（350℃以上）場合は炉心損傷状態と推定し

て対応する。 

 

・原子炉圧力容器内の圧力 

原子炉圧力容器内の圧力を計測する計器の計測範囲は，0～11MPa[gage]である。原子炉圧

力容器の最高使用圧力（8.62MPa）の1.2倍（10.34MPa[gage]）を監視可能であり，重大事故

等時において原子炉圧力容器内の圧力は，計器の計測範囲内で計測が可能である。 

 

 

・原子炉圧力容器内の水位 

原子炉圧力容器内の水位を計測する計器の計測範囲は，蒸気乾燥器スカート下端を基準と

して，－8000mm～3500mmであり，原子炉水位制御範囲（レベル3～8）及び有効燃料棒底部ま

で計測できるため，重大事故等時において原子炉圧力容器内の水位は，計器の計測範囲内で

計測が可能である。 

原子炉圧力容器内の水位のパラメータである，原子炉水位の計測範囲を超えた場合，高圧

代替注水系系統流量，原子炉隔離時冷却系系統流量，高圧炉心注水系系統流量，復水補給水

系流量(RHR A 系代替注水流量)，復水補給水系流量(RHR B 系代替注水流量），残留熱除去

系系統流量のうち，機器動作状態にある流量計から崩壊熱除去に必要な水量の差を算出し，

により主要パラメータを計測する。 

    他チャンネルの重要計器の故障により，計測することが困難となった場合は，他チャンネル

の常用計器により主要パラメータを計測する。 

    主要パラメータを計測する計器の故障により，主要パラメータの監視機能が喪失した場合

は，第 1.15－3表にて定める優先順位にて代替計器により代替パラメータを計測し，主要パラ

メータを推定する。 

 

(2) 計器の計測範囲（把握能力）を超えた場合 

   原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水

量を計測するパラメータのうち，パラメータの値が計器の計測範囲を超えるものは，原子炉圧力

容器内の温度と水位である。なお，これらのパラメータ以外で計器の計測範囲を超えた場合には，

可搬型計測器により計測することも可能である。可搬型計測器により計測可能な計器について第

1.15－2 表に示す。 

   ・原子炉圧力容器内の温度 

     原子炉圧力容器内の温度を計測する計器の計測範囲は，0～500℃である。原子炉の冷却機

能が喪失し，原子炉圧力容器内の水位が燃料有効長頂部以下になった場合，原子炉圧力容器

温度の計測範囲を超える場合があるが，重大事故等時における損傷炉心の冷却失敗及び原子

炉圧力容器の破損徴候を検知する温度は，300℃であり計測範囲内で判断可能である。 

     なお，原子炉圧力容器温度が計測範囲を超える（500℃以上）場合は，可搬型計測器により

原子炉圧力容器温度を計測する。 

 

   ・原子炉圧力容器内の圧力 

     原子炉圧力容器内の圧力を計測する計器の計測範囲は，0～10.5MPa［gage］である。原子

炉圧力容器の最高使用圧力（8.62MPa［gage］）の 1.2 倍（10.34MPa［gage］）を監視可能であ

り，重大事故等時において原子炉圧力容器内の圧力は，計器の計測範囲内で計測が可能であ

る。 

 

   ・原子炉圧力容器内の水位 

     原子炉圧力容器内の水位を計測する計器の計測範囲は，蒸気乾燥器スカート下端を基準と

した－3,800mm～1,500mm 及び燃料有効長頂部を基準とした－3,800mm～1,300mm であり，原

子炉水位制御範囲（レベル３～８）及び燃料有効長底部まで計測できるため，重大事故等時

において原子炉圧力容器内の水位は，計器の計測範囲内で計測が可能である。 

     原子炉圧力容器内の水位のパラメータである，原子炉水位の計測範囲を超えた場合，高圧

代替注水系系統流量，低圧代替注水系原子炉注水流量，代替循環冷却系原子炉注水流量，原

子炉隔離時冷却系系統流量，高圧炉心スプレイ系系統流量，残留熱除去系系統流量及び低圧

炉心スプレイ系系統流量のうち，機器動作状態にある流量計から崩壊熱除去に必要な水量の
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直前まで判明していた水位に変換率を考慮することにより原子炉圧力容器内の水位を推定

する。 

また，発電用原子炉の満水確認は原子炉圧力(SA)と格納容器内圧力(S/C)の差圧により，原

子炉圧力容器内の水位が有効燃料棒頂部以上であることは原子炉圧力容器温度により監視

可能である。 

 

・原子炉圧力容器への注水量 

原子炉圧力容器の注水量を監視するパラメータは，高圧代替注水系系統流量，原子炉隔離

時冷却系系統流量，高圧炉心注水系系統流量，復水補給水系流量(RHR A 系代替注水流量)，

復水補給水系流量(RHR B系代替注水流量)，残留熱除去系系統流量である。 

高圧代替注水系系統流量の計測範囲は，0～300m3/h としており，計測対象である高圧代替

注水ポンプの最大注水量は，182m3/h であるため，重大事故等時において計器の計測範囲内

での流量測定が可能である。 

原子炉隔離時冷却系系統流量の計測範囲は，0～300m3/h としており，計測対象である原子

炉隔離時冷却ポンプの最大注水量は，182m3/h であるため，計器の計測範囲内での流量測定

が可能である。 

高圧炉心注水系系統流量の計測範囲は，0～1000m3/h としており，計測対象である高圧炉

心注水ポンプの最大注水量は，727m3/h であるため，重大事故等時において計器の計測範囲

内での流量測定が可能である。 

復水補給水系流量（RHR A 系代替注水流量）の計測範囲は，0～200m3/h（6 号炉），0～

150m3/h（7 号炉）としており，計測対象である復水移送ポンプの最大注水量は300m3/h であ

るため，計器の計測範囲を超える場合がある。 

復水補給水系流量（RHR A 系代替注水流量）の計測範囲を超えた場合，低圧代替注水系使

用時においては，水源である復水貯蔵槽の水位または注水先である原子炉圧力容器内の水位

変化により注水量を推定する。なお，復水貯蔵槽の補給状況も考慮した上で注水量を推定す

る。代替循環冷却系使用時においては，注水先である原子炉圧力容器内の水位変化により注

水量を推定する。 

復水補給水系流量(RHR B 系代替注水流量)の計測範囲は，0～350m3/h としており，計測対

象である復水移送ポンプの最大注水量は，300m3/h であるため，計器の計測範囲内での流量

測定が可能である。 

 

 

 

 

 

 

差を算出し，直前まで判明していた水位に変換率を考慮することにより原子炉圧力容器内の

水位を推定する。 

     また，発電用原子炉の満水確認は原子炉圧力又は原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・

チェンバ圧力の差圧により，原子炉圧力容器内の水位が燃料有効長頂部以上であることは原

子炉圧力容器温度により監視可能である。 

 

   ・原子炉圧力容器への注水量 

     原子炉圧力容器の注水量を監視するパラメータは，高圧代替注水系系統流量，低圧代替注

水系原子炉注水流量，代替循環冷却系原子炉注水流量，原子炉隔離時冷却系系統流量，高圧

炉心スプレイ系系統流量，残留熱除去系系統流量及び低圧炉心スプレイ系系統流量である。

     高圧代替注水系系統流量の計測範囲は，0～50L／s としており，計測対象である常設高圧

代替注水系ポンプの最大注水量は，38L／s であるため，重大事故等時において計器の計測範

囲内での流量測定が可能である。 

     原子炉隔離時冷却系系統流量の計測範囲は，0～50L／s としており，計測対象である原子

炉隔離時冷却系ポンプの最大注水量は，40L／s であるため，計器の計測範囲内での流量測定

が可能である。 

     高圧炉心スプレイ系系統流量の計測範囲は，0～500L／s としており，計測対象である高圧

炉心スプレイ系ポンプの最大注水量は，438L／s であるため，重大事故等時において計器の

計測範囲内での流量測定が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     低圧代替注水系（常設）による低圧代替注水系原子炉注水流量の計測範囲は，0～500m３／

h（狭帯域は 0～80m３／h）としており，計測対象である低圧代替注水系（常設）による原子

炉圧力容器への注水時の最大注水量は，378m３／h（狭帯域は 75m３／h）であるため，重大

事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能である。 

     低圧代替注水系（可搬型）による低圧代替注水系原子炉注水流量の計測範囲は，0～300m３

／h（狭帯域は 0～80m３／h）としており，計測対象である低圧代替注水系（可搬型）による
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残留熱除去系系統流量の計測範囲は，0～1500m3/h としており，計測対象である残留熱除

去ポンプの最大注水量は，954m3/h であるため，計器の計測範囲内での流量測定が可能であ

る。 

 

 

 

・原子炉格納容器への注水量 

原子炉格納容器の注水量を監視するパラメータは，復水補給水系流量(RHR B 系代替注水

流量)，復水補給水系流量(格納容器下部注水流量)である。 

格納容器スプレイに用いる復水補給水系流量(RHR B 系代替注水流量)の計測範囲は，0～

350m3/h としており，計測対象である復水移送ポンプの最大注水量は，300m3/h であるため，

計器の計測範囲内での流量測定が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器下部注水に用いる復水補給水系流量(格納容器下部注水流量)の計測範囲は，0～

150m3/h（6 号炉），0～100m3/h（7 号炉）としており，計測対象である復水移送ポンプの最

大注水量は，300m3/h であるため，計器の計測範囲を超える場合がある。 

 

復水補給水系流量(格納容器下部注水流量)の計測範囲を超えた場合，水源である復水貯蔵

槽の水位又は注水先である原子炉格納容器内の水位変化により注水量を推定する。なお，復

水貯蔵槽の補給状況も考慮した上で注水量を推定する。 

 

a. 代替パラメータによる推定 

重大事故等時において，計器の計測範囲を超過した場合，代替パラメータによる推定を行う

手順を整備する。 

原子炉圧力容器への注水時の最大注水量は，110m３／h（狭帯域は 75m３／h）であるため，重

大事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能である。 

     代替循環冷却系原子炉注水流量の計測範囲は，0～150m３／hとしており，計測対象である代

替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水時の最大注水量は，100m３／hであるため，重大

事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能である。 

     残留熱除去系系統流量の計測範囲は，0～600L／s としており，計測対象である残留熱除去

系ポンプの最大流量は，470L／sであるため，計器の計測範囲内での流量測定が可能である。

     低圧炉心スプレイ系系統流量の計測範囲は，0～600L／s としており，計測対象である低圧

炉心スプレイ系ポンプの最大流量は，456L／s であるため，計器の計測範囲内での流量測定

が可能である。 

 

   ・原子炉格納容器への注水量 

     原子炉格納容器の注水量を監視するパラメータは，低圧代替注水系格納容器スプレイ流

量，低圧代替注水系格納容器下部注水流量，代替循環冷却系格納容器スプレイ流量である。

 

 

 

     代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による低圧代替注水系格納容器スプレイ流量の計測

範囲は，0～500m３／hとしており，計測対象である代替格納容器スプレイ冷却系（常設）に

よる格納容器スプレイ時における最大注水量は，300m３／hであるため，重大事故等時におい

て計器の計測範囲内での流量測定が可能である。 

     代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による低圧代替注水系格納容器スプレイ流量の計

測範囲は，0～500m３／hとしており，計測対象である代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

による格納容器スプレイ時における最大注水量は，130m３／hであるため，重大事故等時にお

いて計器の計測範囲内での流量測定が可能である。 

     格納容器下部注水系（常設又は可搬型）による低圧代替注水系格納容器下部注水流量の計

測範囲は，0～200m３／hとしており，計測対象である格納容器下部注水系（常設又は可搬型）

による格納容器下部注水時における最大注水量は，80m３／h であるため，重大事故等時にお

いて計器の計測範囲内での流量測定が可能である。 

 

 

 

 

  ａ．代替パラメータによる推定 

    重大事故等時において，計器の計測範囲を超過した場合，代替パラメータによる推定を行う

手順を整備する。 
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(a) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，原子炉圧力容器内の水位，原子炉圧力容器又は原子炉格納容器への注水

量を監視するパラメータが計器の計測範囲を超過し，指示値が確認できない場合。 

 

(b) 操作手順 

計器の計測範囲超過の判断及び対応手順は，以下のとおり。 

①運転員は，発電用原子炉施設の状態を把握するために必要な重要監視パラメータについ

て，他チャンネルの重要計器がある場合には，当該計器により当該パラメータを計測す

る。 

また，当該パラメータの常用計器が監視可能であれば確認に使用する。 

②運転員は，読み取った指示値が正常であることを，計測範囲内にあること及びプラント

状況によりあらかじめ推定される値との間に大きな差異がないことより確認する。 

③当該パラメータが計測範囲外にある場合には，当直副長は，あらかじめ選定した重要代

替監視パラメータの計測を運転員に指示する。 

④運転員は，読み取った指示値を当直副長に報告する。なお，常用代替計器が使用可能で

あれば，併せて確認する。 

⑤当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部へ重要代替監視パラメータの

指示値から主要パラメータの推定を依頼する。 

 

 

 

⑥緊急時対策本部は，当直長に主要パラメータの推定結果を報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の計測及び推定は，中央制御室運転員１名で対応が可能である。 

 

速やかに作業ができるように，推定手順を整備する。 

 

b. 可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視 

重大事故等時において，主要パラメータが計器の計測範囲を超過した場合，可搬型計測器に

よる計測を行う手順を整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，主要パラメータが計器の計測範囲を超過し，指示値が確認できない場合。

 

(b) 操作手順（現場での計測の場合） 

可搬型計測器によるパラメータ計測の概要は以下のとおり。また，タイムチャートを第

   (a) 手順着手の判断基準 

     重大事故等時に，原子炉圧力容器内の水位を監視するパラメータが計器の計測範囲を超過

し，指示値が確認できない場合。 

 

   (b) 操作手順 

     計器の計測範囲超過の判断及び対応手順は，以下のとおり。 

     ①運転員等は，発電用原子炉施設の状態を把握するために必要な重要監視パラメータにつ

いて，他チャンネルの重要計器がある場合には，当該計器により当該パラメータを計測

する。 

また，当該パラメータの常用計器が監視可能であれば確認に使用する。 

     ②運転員等は，読み取った指示値が正常であることを，計測範囲内にあること及びプラン

ト状況によりあらかじめ推定される値との間に大きな差異がないことより確認する。 

     ③当該パラメータが計測範囲外にある場合には，発電長は，あらかじめ選定した重要代替

監視パラメータの計測を運転員等に指示する。 

     ④運転員等は，読み取った指示値を発電長に報告する。 

 

     ⑤発電長は，災害対策本部長代理へ重要代替監視パラメータの指示値から主要パラメータ

の推定を依頼する。 

     ⑥災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に重要代替監視パラメータの値から主要パ

ラメータの推定を指示する。 

     ⑦重大事故等対応要員は，主要パラメータの推定結果を災害対策本部長代理へ報告する。

     ⑧災害対策本部長代理は，発電長に主要パラメータの推定結果を報告する。 

 

   (c) 操作の成立性 

     上記の計測及び推定は，運転員等（当直運転員）１名，重大事故等対応要員１名で対応が

可能である。 

     速やかに作業ができるように，推定手順を整備する。 

 

  ｂ．可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視 

    重大事故等時において，主要パラメータが計器の計測範囲を超過した場合，可搬型計測器に

よる計測を行う手順を整備する。 

   (a) 手順着手の判断基準 

     重大事故等時に，主要パラメータが計器の計測範囲を超過し，指示値が確認できない場合。

 

   (b) 操作手順 

     可搬型計測器によるパラメータ計測の概要は以下のとおり。また，タイムチャートを第
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1.15.5図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に可搬型計測器によるパラメータの

計測開始を指示する。 

 

 

②現場運転員C 及びD は，可搬型計測器を使用する前に電池容量を確認し，残量が少ない

場合は予備乾電池と交換する。 

 

③現場運転員C 及びD は，原子炉建屋地下１階又はタービン建屋地下中2 階（6 号炉）の

あらかじめ定めた端子台にて，測定対象パラメータの信号出力端子と可搬型計測器を接

続し，測定を開始する。 

④現場運転員C 及びD は，可搬型計測器に表示される計測結果を読み取り，結果を中央制

御室運転員A 及びB に報告する。 

⑤中央制御室運転員A 及びB は，現場運転員C 及びD からの計測結果を換算表により工学

値に換算し，記録する。 

 

 

 

(c) 操作の成立性 

上記の現場対応は1測定点当たり，中央制御室運転員2名，現場運転員2名にて実施し，作業

開始を判断してから所要時間は約18分で可能である。また，中央制御室での計測の場合，中

央制御室運転員2名にて実施し，作業開始を判断してから所要時間は約10分で可能である。 

円滑に作業ができるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備す

る。 

 

1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失 

(1) 全交流動力電源喪失及び直流電源喪失 

全交流動力電源喪失，直流電源喪失等により計器電源が喪失した場合に，代替電源（交流，直

流）から計器へ給電する手順及び可搬型計測器により，重要監視パラメータ及び重要代替監視パ

ラメータを計測又は監視する。 

a. 所内蓄電式直流電源設備からの給電 

全交流動力電源喪失が発生した場合に，所内蓄電式直流電源設備からの給電に関する手順

は，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

 

なお，所内蓄電式直流電源設備からの給電により計測可能な計器について第1.15.2表に示

す。 

1.15－5 図に示す。 

     ①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災害対策本部長代理に可搬型計測器によるパ

ラメータの計測を依頼する。 

     ②災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に可搬型計測器による計測開始を指示す

る。 

     ③重大事故等対応要員は，必要な資機材を携帯し，中央制御室まで移動する。移動後，中

央制御室保管の可搬型計測器を使用する前に電池容量を確認し，残量が少ない場合は予

備乾電池と交換する。 

     ④重大事故等対応要員は，中央制御室のあらかじめ定めた端子台にて，測定対象パラメー

タの信号出力端子と可搬型計測器を接続し，測定を開始する。 

 

     ⑤重大事故等対応要員は，可搬型計測器に表示される計測結果を読み取り，記録用紙に記

録する。 

     ⑥重大事故等対応要員は，計測結果を換算表により工学値に換算し，記録する。 

 

     ⑦重大事故等対応要員は，計測結果を災害対策本部長代理に報告する。 

     ⑧災害対策本部長代理は，計測結果を発電長へ報告する。 

 

   (c) 操作の成立性 

     上記の操作対応は１測定点当たり，重大事故等対応要員 2名にて実施し，作業開始を判断

してから所要時間は約 63分以内と想定する。2測定点以降は 10分追加となる。 

 

     円滑に作業ができるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を

整備する。また，作業環境（作業空間，温度等）に支障がないことを確認する。 

 

1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失 

 (1) 全交流動力電源喪失及び直流電源喪失 

   全交流動力電源喪失，直流電源喪失等により計器電源が喪失した場合に，代替電源（交流，直

流）から計器へ給電する手順及び可搬型計測器により，重要監視パラメータ及び重要代替監視パ

ラメータを計測又は監視する。 

  ａ．所内常設直流電源設備又は常設代替直流電源設備からの給電 

    全交流動力電源喪失が発生した場合に，所内常設直流電源設備である 125V 系蓄電池Ａ系，

Ｂ系及び中性子モニタ用蓄電池Ａ系，Ｂ系又は常設代替直流電源設備である緊急用 125V 系蓄

電池からの給電に関する手順は，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

    なお，所内常設直流電源設備又は常設代替直流電源設備からの給電により計測可能な計器に

ついて第 1.15－2 表に示す。 
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b. 常設代替交流電源設備，第二代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電 

全交流動力電源喪失が発生した場合に，常設代替交流電源設備，第二代替交流電源設備又は

可搬型代替交流電源設備からの給電に関する手順は，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて

整備する。 

 

c. 可搬型直流電源設備又は直流給電車からの給電 

全交流動力電源喪失が発生し，直流電源が枯渇するおそれがある場合に，可搬型直流電源設

備又は直流給電車からの給電に関する手順は，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備す

る。 

 

d. 可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視 

代替電源(交流，直流)からの給電が困難となり，中央制御室でのパラメータ監視が不能とな

った場合に，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち，手順着手の判断基準及

び操作に必要なパラメータを可搬型計測器で計測又は監視を行う手順を整備する。 

可搬型計測器による計測対象の選定を行う際，同一パラメータにチャンネルが複数ある場合

は，いずれか１つの適切なチャンネルを選定し計測又は監視する。同一の物理量について複数

のパラメータがある場合は，いずれか１つの適切なパラメータを選定し計測又は監視する。 

なお，可搬型計測器により計測可能な計器について第1.15.2表に示す。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

計器電源が喪失し，中央制御室でパラメータ監視ができない場合。 

 

(b) 操作手順（現場での計測の場合） 

可搬型計測器によるパラメータ計測の概要は以下のとおり。また，タイムチャートを第

1.15.5図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に可搬型計測器によるパラメータの

計測開始を指示する。 

 

 

②現場運転員C 及びD は，可搬型計測器を使用する前に電池容量を確認し，残量が少ない

場合は予備乾電池と交換する。 

 

③現場運転員C 及びD は，原子炉建屋地下１階又はタービン建屋地下中2 階（6 号炉）の

あらかじめ定めた端子台にて，測定対象パラメータの信号出力端子と可搬型計測器を接

続し，測定を開始する。 

 

  ｂ．常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電 

    全交流動力電源喪失が発生した場合に，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置

又は可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車からの給電に関する手順は，「1.14

電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

 

  ｃ．可搬型代替直流電源設備からの給電 

    全交流動力電源喪失が発生し，直流電源が枯渇するおそれがある場合に，可搬型代替直流電

源設備である可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器からの給電に関する手順は，「1.14 電

源の確保に関する手順等」にて整備する。 

 

  ｄ．可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視 

    代替電源（交流，直流）からの給電が困難となり，中央制御室でのパラメータ監視が不能と

なった場合に，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち，手順着手の判断基準

及び操作に必要なパラメータを可搬型計測器で計測又は監視を行う手順を整備する。 

    可搬型計測器による計測対象の選定を行う際，同一パラメータにチャンネルが複数ある場合

は，いずれか１つの適切なチャンネルを選定し計測又は監視する。同一の物理量について複数

のパラメータがある場合は，いずれか１つの適切なパラメータを選定し計測又は監視する。 

    なお，可搬型計測器により計測可能な計器について第 1.15－2 表に示す。 

 

   (a) 手順着手の判断基準 

     計器電源が喪失し，中央制御室でパラメータ監視ができない場合。 

 

   (b) 操作手順 

     可搬型計測器によるパラメータ計測の概要は以下のとおり。また，タイムチャートを第

1.15－5 図に示す。 

     ①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災害対策本部長代理に可搬型計測器によるパ

ラメータの計測を依頼する。 

     ②災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に可搬型計測器による計測開始を指示す

る。 

     ③重大事故等対応要員は，必要な資機材を携帯し，中央制御室まで移動する。移動後，中

央制御室保管の可搬型計測器を使用する前に電池容量を確認し，残量が少ない場合は予

備乾電池と交換する。 

     ④重大事故等対応要員は，中央制御室のあらかじめ定めた端子台にて，測定対象パラメー

タの信号出力端子と可搬型計測器を接続し，測定を開始する。 
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④現場運転員C 及びD は，可搬型計測器に表示される計測結果を読み取り，結果を中央制

御室運転員A 及びB に報告する。 

⑤中央制御室運転員A 及びB は，現場運転員C 及びD からの計測結果を換算表により工学

値に換算し，記録する。 

 

 

 

(c) 操作の成立性 

上記の現場対応は1測定点当たり，中央制御室運転員2名，現場運転員2名にて実施し，作業

開始を判断してから所要時間は約18分で可能である。また，中央制御室での計測の場合，中

央制御室運転員2名にて実施し，作業開始を判断してから所要時間は約10分で可能である。 

円滑に作業ができるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備す

る。 

 

e. 重大事故等時の対応手段の選択 

全交流動力電源喪失，直流電源喪失等により，計器電源が喪失した場合に，計器に給電する

対応手段の優先順位を以下に示す。 

全交流動力電源喪失が発生した場合には，所内蓄電式直流電源設備から計測可能な計器に給

電される。 

所内蓄電式直流電源設備から給電されている間に，常設代替交流電源設備，第二代替交流電

源設備又は可搬型代替交流電源設備から計器に給電する。 

常設代替交流電源設備，第二代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が困

難となった場合で直流電源が枯渇するおそれがある場合は，可搬型直流電源設備又は直流給電

車から計器に給電する。 

代替電源(交流，直流)からの給電が困難となった場合は，可搬型計測器により重要監視パラ

メータ及び重要代替監視パラメータを計測又は監視する。 

 

1.15.3 重大事故等時のパラメータを記録する手順 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータは，安全パラメータ表示システム（SPDS）に

より，計測結果を記録する。 

ただし，複数の計測結果を使用し計算により推定する主要パラメータ(使用した計測結果を含

む)の値，現場操作時のみ監視する現場の指示値及び可搬型計測器で計測されるパラメータの値

は，記録用紙に記録する。 

主要パラメータのうち記録可能なものについて，自主対策設備であるプロセス計算機により計

測結果，警報等を記録する。 

有効監視パラメータの計測結果の記録について整理し，第1.15.5表に示す。 

     ⑤重大事故等対応要員は，可搬型計測器に表示される計測結果を読み取り，記録用紙に記

録する。 

     ⑥重大事故等対応要員は，計測結果を換算表により工学値に換算し，記録する。 

 

     ⑦重大事故等対応要員は，計測結果を災害対策本部長代理に報告する。 

     ⑧災害対策本部長代理は，計測結果を発電長へ報告する。 

 

   (c) 操作の成立性 

     上記の操作対応は１測定点当たり，重大事故等対応要員 2名にて実施し，作業開始を判断

してから所要時間は 63分以内と想定する。2測定点以降は 10 分追加となる。 

 

     円滑に作業ができるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明及び通信連絡設備を

整備する。また，作業環境（作業空間，温度等）に支障がないことを確認する。 

 

  ｅ．重大事故等時の対応手段の選択 

    全交流動力電源喪失，直流電源喪失等により，計器電源が喪失した場合に，計器に給電する

対応手段の優先順位を以下に示す。 

    全交流動力電源喪失が発生した場合には，所内常設直流電源設備又は常設代替直流電源設備

から計測可能な計器に給電される。 

    所内常設直流電源設備又は常設代替直流電源設備から給電されている間に，常設代替交流電

源設備又は可搬型代替交流電源設備から計器に給電する。 

    常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が困難となった場合で直流

電源が枯渇するおそれがある場合は，可搬型代替直流電源設備から計器に給電する。 

 

    代替電源（交流，直流）からの給電が困難となった場合は，可搬型計測器により重要監視パ

ラメータ及び重要代替監視パラメータを計測又は監視する。 

 

1.15.3 重大事故等時のパラメータを記録する手順 

   重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータは，安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）

により，計測結果を記録する。 

   ただし，複数の計測結果を使用し計算により推定する主要パラメータ（使用した計測結果を含

む）の値及び可搬型計測器で計測されるパラメータの値は，記録用紙に記録する。 

 

   主要パラメータのうち記録可能なものについて，自主対策設備であるプロセス計算機及び記録

計により計測結果，警報等を記録する。 

   有効監視パラメータの計測結果の記録について整理し，第 1.15－5表に示す。 
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(1) 手順着手の判断基準 

重大事故等が発生した場合。 

 

(2) 操作手順 

重大事故等が発生し，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測結果を記録する

手順の概要は以下のとおり。 

a. 安全パラメータ表示システム（SPDS）による記録 

安全パラメータ表示システム（SPDS）は，常時記録であり，非常用電源又は代替電源から給

電可能で，14日間の記録容量を持っている。重大事故等時のパラメータの値を継続して確認で

きるよう，記録された計測結果が記録容量を超える前に定期的にメディア(記録媒体)に保存す

る。 

 

b. 現場指示計の記録 

現場運転員は，現場操作時に監視する手順着手の判断基準及び操作に必要なパラメータの現

場指示計がある場合には，記録用紙へ記録する。 

 

c. 可搬型計測器の記録 

中央制御室運転員は，「1.15.2.1(2)b. 可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視」又は

「1.15.2.2(1) d. 可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視」で得られた可搬型計測器で

計測されたパラメータの値を記録用紙に記録する。 

 

d. プロセス計算機の記録 

(a) 発電日誌 

プロセス計算機が稼動状態にあれば，定められたプロセスの計測結果を定時ごとに自動で

記録し，中央制御室にて日ごとに自動で帳票印刷する。 

(b) 警報記録 

プロセス計算機が稼動状態にあれば，プロセス値の異常な状態による中央制御盤の警報発

生時，警報の状態を記録し，中央制御室にて日ごとに自動で帳票印刷する。 

プラントの過渡変化による重要警報のファーストヒット警報発生時，その発生順序（シー

ケンス），トリップ状態，工学的安全施設作動信号及び工学的安全施設の作動状況を記録し，

中央制御室にて日ごとに自動で帳票印刷する。 

(c) 事故時データ収集記録 

プロセス計算機が稼動状態にあれば，事象発生前後のプラント状態の推移を把握するた

め，定められたプロセス値のデータを自動で収集，記録し，運転員等は，中央制御室にて事

象発生後に手動で帳票印刷する。 

 

 (1) 手順着手の判断基準 

   重大事故等が発生した場合。 

 

 (2) 操作手順 

   重大事故等が発生し，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測結果を記録する

手順の概要は以下のとおり。 

  ａ．安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）による記録 

    安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，常時記録であり，非常用所内電源設備である

非常用ディーゼル発電機又は代替電源設備である緊急時対策所用発電機から給電可能で，14日

間の記録容量を持っている。重大事故等時のパラメータの値を継続して確認できるよう，記録

された計測結果が記録容量を超える前に定期的にメディア（記録媒体）に保存する。 

 

 

 

 

 

  ｂ．可搬型計測器の記録 

    重大事故等対応要員は，「1.15.2.1(2)ｂ. 可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視」又

は「1.15.2.2(1)ｄ. 可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視」で得られた可搬型計測器

で計測されたパラメータの値を記録用紙に記録する。 

 

  ｃ．プロセス計算機の記録 

   (a) 運転記録 

     プロセス計算機が稼動状態にあれば，定められたプロセスの計測結果を定時ごとに自動で

記録し，中央制御室にて日ごとに自動で帳票印刷する。 

   (b) 警報記録 

     プロセス計算機が稼動状態にあれば，プロセス値の異常な状態による中央制御盤の警報発

生時，警報の状態を記録し，中央制御室にて日ごとに自動で帳票印刷する。 

     プラントの過渡変化による重要警報のファーストヒット警報発生時，その発生順序（シー

ケンス），トリップ状態，工学的安全施設作動信号及び工学的安全施設の作動状況を記録し，

中央制御室にて日ごとに自動で帳票印刷する。 

   (c) 事故時データ収集記録 

     プロセス計算機が稼動状態にあれば，事象発生前後のプラント状態の推移を把握するた

め，定められたプロセス値のデータを自動で収集，記録し，運転員等は，中央制御室にて事

象発生後に手動で帳票印刷する。 
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(3) 操作の成立性 

安全パラメータ表示システム（SPDS）による記録は，安全パラメータ表示システム（SPDS）の

記録容量（14 日間）を超える前に，5号炉原子炉建屋内緊急時対策所にて緊急時対策要員１名で

行う。室内での端末操作であるため，対応が可能である。 

現場指示計及び可搬型計測器の記録は記録用紙への記録であり，運転員１名にて対応が可能で

ある。 

プロセス計算機による記録のうち，事故時データ収集記録の帳票印刷は，中央制御室内での端

末操作であるため，運転員１名で対応が可能である。 

 

 

1.15.4 その他の手順項目にて考慮する手順 

審査基準1.9，1.10，1.14については，各審査基準において要求事項があるため，以下のとおり

各々の手順において整備する。 

原子炉格納容器内の水素濃度監視に関する手順は「1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損

を防止するための手順等」にて整備する。 

原子炉建屋内の水素濃度監視に関する手順は「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止

するための手順等」にて整備する。 

 

 

全交流動力電源喪失時の代替電源確保に関する手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて

整備する。 

 

 

 

  ｄ．記録計による記録 

    記録計が稼働状態であれば，定められたプロセスの計測結果を，中央制御室にてチャート用

紙に自動で記録する。 

 

(3) 操作の成立性 

   安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）による記録は，安全パラメータ表示システム（ＳＰ

ＤＳ）の記録容量（14日間）を超える前に，緊急時対策所にて災害対策要員 2名で行う。室内で

の端末操作であるため，対応が可能である。 

   可搬型計測器の記録は記録用紙への記録であり，重大事故等対応要員 2名にて対応が可能であ

る。 

   プロセス計算機による記録のうち，事故時データ収集記録の帳票印刷は，中央制御室内での端

末操作であるため，運転員等１名で対応が可能である。また，記録計に記録されたチャート紙の

交換は，中央制御室にて運転員等 1名で対応が可能である。 

 

1.15.4 その他の手順項目にて考慮する手順 

   審査基準 1.9，1.10，1.11，1.14，1.18 については，各審査基準において要求事項があるため，

以下のとおり各々の手順において整備する。 

   原子炉格納容器内の水素濃度監視に関する手順は「1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破

損を防止するための手順等」にて整備する。 

   原子炉建屋内の水素濃度監視に関する手順は「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防

止するための手順等」にて整備する。 

   使用済燃料プールの監視に関する手順は「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」

にて整備する。 

   全交流動力電源喪失時の代替電源確保に関する手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」に

て整備する。 

   安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）に関する手順は「1.18 緊急時対策所の居住性等に

関する手順等」にて整備する。 
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柏崎刈羽原子力発電所６／７号炉 設置変更許可申請書 再補正（平成29 年12 月18 日） 東海第二 備 考 
1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等 

＜ 目 次 ＞ 

1.16.1 対応手段と設備の選定 

(1)対応手段と設備の選定の考え方 

(2)対応手段と設備の選定の結果 

a.重大事故等時において運転員が中央制御室にとどまるために必要な対応手段及び

設備 

(a)対応手段 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

b.手順等 

1.16.2 重大事故等時の手順 

1.16.2.1 居住性を確保するための手順等 

(1)中央制御室換気空調系設備の運転手順等 

a.炉心損傷の判断時の中央制御室可搬型陽圧化空調機起動手順  

b.中央制御室換気空調系再循環運転モード停止時の中央制御室可搬型陽圧化空調機

起動手順  

c.中央制御室換気空調系再循環運転モード使用時に中央制御室内放射線量が異常上

昇した場合の中央制御室可搬型陽圧化空調機起動手順 

(2)中央制御室待避室の準備手順 

a.中央制御室待避室陽圧化装置による中央制御室待避室の陽圧化手順 

b.カードル式空気ボンベユニットによる中央制御室待避室の陽圧化手順 

(3)中央制御室の照明を確保する手順  

(4)中央制御室の酸素ガス及び二酸化炭素ガスの濃度測定と濃度管理手順  

(5)中央制御室待避室の照明を確保する手順  

(6)中央制御室待避室の酸素ガス及び二酸化炭素ガスの濃度測定と濃度管理手順  

(7)中央制御室待避室データ表示装置によるプラントパラメータ等の監視手順  

 

(8)その他の放射線防護措置等に関する手順等  

a.炉心損傷の判断後に全面マスク等を着用する手順  

b.放射線防護に関する教育等  

c.重大事故等時の運転員の被ばく低減及び被ばく線量の平準化 

(9)その他の手順項目について考慮する手順  

(10)重大事故等時の対応手段の選択  

1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等 

＜ 目 次 ＞ 

1.16.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

ａ．重大事故等時において運転員等が中央制御室にとどまるために必要な対応手段

及び設備 

(a) 対応手段 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｂ．手順等 

1.16.2 重大事故等時の手順 

1.16.2.1 居住性を確保するための手順等 

(1) 中央制御室換気系の運転手順等 

ａ．交流動力電源が正常な場合の運転手順 

ｂ．全交流動力電源が喪失した場合の運転手順 

 

 

 

(2) 中央制御室待避室の準備手順 

 

 

(3) 中央制御室の照明を確保する手順 

(4) 中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定と濃度管理手順 

(5) 中央制御室待避室の照明を確保する手順 

(6) 中央制御室待避室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定と濃度管理手順 

(7) データ表示装置（待避室）によるプラントパラメータ等の監視手順 

(8) 衛星電話設備（可搬型）（待避室）による通信連絡手順 

(9) その他の放射線防護措置等に関する手順等 

ａ．炉心損傷の判断後に全面マスクを着用する手順 

ｂ．放射線防護に関する教育等 

ｃ．重大事故等時の運転員等の被ばく低減及び被ばく線量の平準化 

(10) その他の手順項目について考慮する手順 

(11) 重大事故等時の対応手段の選択 
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(11)現場操作のアクセス性  

(12)操作の成立性  

1.16.2.2 汚染の持ち込みを防止するための手順等 

(1)チェンジングエリアの設置及び運用手順 

1.16.2.3 運転員等の被ばくを低減するための手順等  

(1)非常用ガス処理系による運転員等の被ばく防止手順  

a.非常用ガス処理系起動手順 

 

b.非常用ガス処理系停止手順 

c.原子炉建屋ブローアウトパネルの閉止手順 

 

(2)現場操作のアクセス性 

 

 

 

 

 

 

(12) 操作の成立性 

1.16.2.2 汚染の持ち込みを防止するための手順等 

(1) チェンジングエリアの設置及び運用手順 

1.16.2.3 運転員等の被ばくを低減するための手順等 

(1)  原子炉建屋ガス処理系による運転員等の被ばく防止手順 

ａ．原子炉建屋ガス処理系起動手順 

(a) 交流動力電源が正常な場合の運転手順 

(b) 全交流動力電源が喪失した場合の運転手順 

ｂ．原子炉建屋ガス処理系停止手順 

ｃ．原子炉建屋外側ブローアウトパネル部の閉止手順 

ｄ．原子炉建屋外側ブローアウトパネルの強制開放手順 
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柏崎刈羽原子力発電所６／７号炉 設置変更許可申請書 再補正（平成29 年12 月18 日） 東海第二 備 考 
1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において，原子炉制御室に関し、重大事故が発生した場合に

おいても運転員がとどまるために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整

備される方針が適切に示されていること。 

 

【解釈】 

１ 「運転員がとどまるために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置（原子炉制御室

の遮蔽設計及び換気設計に加えてマネジメント（マスク及びボンベ等）により対応

する場合）又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

ａ）重大事故が発生した場合においても、放射線防護措置等により、運転員がとど

まるために必要な手順等を整備すること。 

ｂ）原子炉制御室用の電源（空調及び照明等）が、代替交流電源設備からの給電を

可能とする手順等（手順及び装備等）を整備すること。 

 

重大事故等が発生した場合において，運転員が中央制御室にとどまるために必要な設

備及び資機材を整備しており，ここでは，この対処設備及び資機材を活用した手順等に

ついて説明する。 

1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等 

【要求事項】 

  発電用原子炉設置者において、原子炉制御室に関し、重大事故が発生した場合に

おいても運転員がとどまるために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整

備される方針が適切に示されていること。 

 

【解釈】 

１ 「運転員がとどまるために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置（原子炉制御

室の遮蔽設計及び換気設計に加えてマネジメント（マスク及びボンベ等）により対

応する場合）又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。

ａ）重大事故が発生した場合においても、放射線防護措置等により、運転員がとどま

るために必要な手順等を整備すること。 

ｂ）原子炉制御室用の電源（空調及び照明等）が、代替交流電源設備からの給電を可

能とする手順等（手順及び装備等）を整備すること。 

 

重大事故等が発生した場合において，運転員等が中央制御室にとどまるために必要な

設備及び資機材を整備しており，ここでは，この対処設備及び資機材を活用した手順等

について説明する。 
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柏崎刈羽原子力発電所６／７号炉 設置変更許可申請書 再補正（平成29 年12 月18 日） 東海第二 備 考 
1.16.1 対応手段と設備の選定 

(1)対応手段と設備の選定の考え方 

重大事故等が発生した場合において，運転員が中央制御室にとどまるために必要な

対応手段と重大事故等対処設備を選定する。 

重大事故等対処設備，設計基準事故対処設備，設計基準対象施設，自主対策設備※１

の他に資機材※２を用いた対応手段を選定する。 

※1 自主対策設備：技術基準上全ての要求事項を満たすことや全てのプラント状況で

使用することは困難であるが，プラント状況によっては，事故対

応に有効な設備。 

※2 資機材：防護具及びチェンジングエリア設営用資機材については，資機材である

ため重大事故等対処設備としない。 

 

また，選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準（以下「審査基準」

という。）だけでなく，設置許可基準規則第五十九条及び技術基準規則第七十四条（以

下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅されていることを確認する

とともに，自主対策設備との関係を明確にする。 

 

(2)対応手段と設備の選定の結果 

審査基準及び基準規則要求により選定した対応手段と，その対応に使用する重大事

故等対処設備，設計基準事故対処設備，設計基準対象施設，自主対策設備と資機材を以

下に示す。 

なお，重大事故等対処設備，重大事故等対処施設及び資機材と整備する手順につい

ての関係を第 1.16-1 表に示す。 

a.重大事故等時において運転員が中央制御室にとどまるために必要な対応手段及び設

備 

(a)対応手段 

重大事故等時に環境に放出された放射性物質等による放射線被ばくから運転員を

防護するため，全交流動力電源が喪失した場合は代替交流電源設備から中央制御室

用の電源を確保する手段がある。 

中央制御室の居住性を確保する設備は以下のとおり。 

・中央制御室遮蔽 

・中央制御室可搬型陽圧化空調機（フィルタユニット・ブロワユニット） 

・中央制御室可搬型陽圧化空調機用仮設ダクト 

1.16.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

重大事故等が発生した場合において，運転員等が中央制御室にとどまるために必

要な対応手段と重大事故等対処設備を選定する。 

重大事故等対処設備，設計基準事故対処設備，設計基準対象施設，自主対策設備

※１の他に資機材※２を用いた対応手段を選定する。 

※1 自主対策設備：技術基準上全ての要求事項を満たすことや全てのプラント状

況で使用することは困難であるが，プラント状況によって

は，事故対応に有効な設備。 

※2 資機材：防護具（全面マスク等）及びチェンジングエリア設営用資機材につ

いては，資機材であるため重大事故等対処設備としない。 

また，選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準（以下「審査基

準」という。）だけでなく，設置許可基準規則第五十九条及び技術基準規則第七十

四条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅されているこ

とを確認するとともに，自主対策設備との関係を明確にする。 

 

 

(2)  対応手段と設備の選定の結果 

審査基準及び基準規則要求により選定した対応手段と，その対応に使用する重大

事故等対処設備，設計基準事故対処設備，設計基準対象施設，自主対策設備と資機

材を以下に示す。 

なお，重大事故等対処設備，重大事故等対処施設及び資機材と整備する手順につ

いての関係を第1.16－1表に示す。 

ａ．重大事故等時において運転員等が中央制御室にとどまるために必要な対応手段

及び設備 

(a)  対応手段 

重大事故等時に環境に放出された放射性物質等による放射線被ばくから運転

員等を防護するため，全交流動力電源が喪失した場合は代替交流電源設備から

中央制御室用の電源を確保する手段がある。 

中央制御室の居住性を確保する設備は以下のとおり。 

・中央制御室遮蔽 

・中央制御室換気系 空気調和機ファン 

・中央制御室換気系 フィルタ系ファン 
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・中央制御室換気空調系給排気隔離弁（MCR外気取入ダンパ，MCR排気ダンパ，

MCR非常用外気取入ダンパ） 

・中央制御室換気空調系ダクト（MCR外気取入ダクト，MCR排気ダクト） 

 

 

・中央制御室待避室遮蔽 

・中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ） 

・中央制御室待避室陽圧化装置（配管・弁） 

・可搬型蓄電池内蔵型照明 

・差圧計 

・酸素濃度・二酸化炭素濃度計 

 

・無線連絡設備（常設） 

・無線連絡設備（常設）（屋外アンテナ） 

・衛星電話設備（常設） 

・衛星電話設備（常設）（屋外アンテナ） 

・データ表示装置（待避室） 

・常設代替交流電源設備 

・第二代替交流電源設備 

 

・非常用照明 

・カードル式空気ボンベユニット 

・乾電池内蔵型照明 

中央制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下において，中央制御

室への汚染の持ち込みを防止する手段がある。 

中央制御室への汚染の持ち込みを防止するための設備は以下のとおり。 

・乾電池内蔵型照明 

・非常用照明 

 

・防護具及びチェンジングエリア設営用資機材 

原子炉建屋原子炉区域内を負圧に維持することで，重大事故等により原子炉格納

容器から原子炉建屋原子炉区域内に漏えいしてくる放射性物質が原子炉建屋原子炉

区域から直接環境へ放出されることを防ぎ，運転員等の被ばくを未然に防止する手

・中央制御室換気系 フィルタユニット 

・中央制御室換気系 ダクト・ダンパ 

・中央制御室換気系 給気隔離弁 

・中央制御室換気系 排気隔離弁 

・中央制御室換気系 排煙装置隔離弁 

・中央制御室待避室遮蔽 

・中央制御室待避室 空気ボンベユニット（空気ボンベ） 

・中央制御室待避室 空気ボンベユニット（配管・弁） 

・可搬型照明（ＳＡ） 

・中央制御室待避室差圧計 

・酸素濃度計 

・二酸化炭素濃度計 

・衛星電話設備（可搬型）（待避室） 

・衛星電話設備（屋外アンテナ） 

・衛星制御装置 

・衛星制御装置～衛星電話設備（屋外アンテナ）電路 

・データ表示装置（待避室） 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・非常用交流電源設備 

・非常用照明 

 

 

中央制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下において，中央

制御室への汚染の持ち込みを防止する手段がある。 

中央制御室への汚染の持ち込みを防止するための設備は以下のとおり。 

・可搬型照明（ＳＡ） 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・防護具及びチェンジングエリア設営用資機材 

原子炉建屋原子炉棟内を負圧に維持することで，重大事故等により原子炉

格納容器から原子炉建屋原子炉棟内に漏えいしてくる放射性物質が原子炉建

屋原子炉棟から直接環境へ放出されることを防ぎ，運転員等の被ばくを未然
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段がある。 

運転員等の被ばくを未然に防止するための設備は以下のとおり。 

・非常用ガス処理系排風機 

 

・非常用ガス処理系フィルタ装置 

・非常用ガス処理系乾燥装置 

・非常用ガス処理系配管・弁 

・主排気筒（内筒） 

・非常用ガス処理系排気流量 

・原子炉建屋外気差圧 

・原子炉建屋原子炉区域 

 

 

 

・非常用交流電源設備 

・常設代替交流電源設備 

・第二代替交流電源設備 

 

 (b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

中央制御室の居住性を確保する設備及び運転員の被ばく線量を低減する設備の

うち中央制御室遮蔽，中央制御室可搬型陽圧化空調機（フィルタユニット・ブロ

ワユニット），中央制御室可搬型陽圧化空調機用仮設ダクト，中央制御室換気空

調系給排気隔離弁（MCR外気取入ダンパ，MCR排気ダンパ，MCR非常用外気取入ダ

ンパ），中央制御室換気空調系ダクト（MCR外気取入ダクト，MCR排気ダクト），中

央制御室待避室遮蔽，中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ，配管・弁），

可搬型蓄電池内蔵型照明，差圧計，酸素濃度・二酸化炭素濃度計，無線連絡設備

（常設），無線連絡設備（常設）（屋外アンテナ），衛星電話設備（常設），衛星電

話設備（常設）（屋外アンテナ），データ表示装置（待避室），非常用交流電源設

備，常設代替交流電源設備，非常用ガス処理系排風機，非常用ガス処理系フィル

タ装置，非常用ガス処理系乾燥装置，非常用ガス処理系配管・弁，主排気筒（内

筒），非常用ガス処理系排気流量，原子炉建屋外気差圧及び原子炉建屋原子炉区

域は重大事故等対処設備と位置付ける。 

 

に防止する手段がある。 

運転員等の被ばくを未然に防止するための設備は以下のとおり。 

・非常用ガス処理系 排風機 

・非常用ガス再循環系 排風機 

・非常用ガス処理系 配管・弁・フィルタトレイン 

・非常用ガス再循環系 配管・弁・フィルタトレイン 

・非常用ガス処理系排気筒 

・原子炉建屋原子炉棟 

・ブローアウトパネル閉止装置 

・ブローアウトパネル開閉状態表示 

・ブローアウトパネル閉止装置開閉状態表示 

 

 

 

・非常用交流電源設備 

・常設代替交流電源設備 

・ブローアウトパネル強制開放装置 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

中央制御室の居住性の確保する設備及び運転員の被ばく線量を低減する設備の

うち中央制御室遮蔽，中央制御室換気系 空気調和機ファン，中央制御室換気系

フィルタ系ファン，中央制御室換気系 フィルタユニット，中央制御室換気系 

ダクト・ダンパ，中央制御室換気系 給気隔離弁，中央制御室換気系 排気隔離

弁，中央制御室換気系 排煙装置隔離弁，中央制御室待避室遮蔽，中央制御室待

避室 空気ボンベユニット（空気ボンベ），中央制御室待避室 空気ボンベユニ

ット（配管・弁），可搬型照明（ＳＡ），中央制御室待避室差圧計，酸素濃度計，

二酸化炭素濃度計，衛星電話設備（可搬型）（待避室），衛星電話設備（屋外アン

テナ），衛星制御装置・衛星制御装置～衛星電話設備（屋外アンテナ）電路，デ

ータ表示装置（待避室），常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，非

常用交流電源設備，非常用ガス処理系 排風機，非常用ガス再循環系 排風機，

非常用ガス処理系 配管・弁・フィルタトレイン，非常用ガス再循環系 配管・

弁・フィルタトレイン，非常用ガス処理系排気筒，原子炉建屋原子炉棟，ブロー

アウトパネル閉止装置，ブローアウトパネル開閉状態表示及びブローアウトパネ
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以上の設備により，重大事故等が発生した場合においても中央制御室に運転員

がとどまることができるため，以下の設備は自主対策設備と位置付ける。あわせ

てその理由を示す。 

・非常用照明 

非常用照明は設計基準対象施設であり耐震性が確保されていないが，全

交流動力電源喪失時に代替交流電源設備から給電可能であるため，可搬型

蓄電池内蔵型照明の代替設備として有効である。 

・カードル式空気ボンベユニット 

カードル式空気ボンベユニットの準備操作は，参集した緊急時対策要員

によって実施すること，さらには空気の供給開始までに時間を要するが，

仮に 6号及び 7号炉の格納容器ベントのタイミングのずれを考慮した場合

でも，中央制御室待避室に必要空気量を供給する際に有効である。 

・第二代替交流電源設備 

耐震性は確保されていないが，常設代替交流電源設備と同等の機能を有

することから，健全性が確認できた場合において，事故対応時に必要な電

源を確保するための手段として有効である。 

 

 

 

 

なお，乾電池内蔵型照明，防護具及びチェンジングエリア設営用資機材につい

ては，資機材であるため重大事故等対処設備とはしない。 

b.手順等 

上記のa.により選定した対応手段に係る手順を整備する。また，重大事故時に監

視が必要となる計器及び重大事故時に給電が必要となる設備についても整備する

（第 1.16.2表，第1.16.3表）。 

これらの手順は，運転員及び復旧班要員※３の対応として全交流動力電源喪失の

対応手順等に定める。また，保安班要員※４の対応として汚染の持ち込みを防止す

るための手順に定める。 

※3 復旧班要員：緊急時対策要員のうち応急復旧計画の立案と措置，電源機能等

喪失時の措置を行う要員をいう。 

※4 保安班要員：緊急時対策要員のうち所内外の放射線・放射能の状況把握，被

ル閉止装置開閉状態表示は重大事故等対処設備と位置付ける。 

以上の設備により，重大事故等が発生した場合においても中央制御室に運転員

がとどまることができるため，以下の設備は自主対策設備と位置付ける。あわせ

てその理由を示す。 

・非常用照明 

 非常用照明は設計基準対象施設であり耐震性が確保されていないが，全交

流動力電源喪失時に代替交流電源設備から給電可能であるため，照明を確保

する手段として有効である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ブローアウトパネル強制開放装置 

状況に応じて必要な箇所全てを開放するまでに時間を要するが，原子炉建

屋外側ブローアウトパネルを強制的に開放する必要が生じた場合の手段とし

て有効である。 

なお，防護具（全面マスク等）及びチェンジングエリア設営用資機材につ

いては，資機材であるため重大事故等対処設備とはしない。 

ｂ．手順等 

上記のａ．により選定した対応手段に係る手順を整備する。また，重大事故時

に監視が必要となる計器及び重大事故時に給電が必要となる設備についても整備

する（第 1.16－2 表，第 1.16－3 表）。 

これらの手順は，運転員等※３及び重大事故等対応要員の対応とし，「非常時運

転手順書Ⅱ（徴候ベース）」，「非常時運転手順書Ⅱ（停止時徴候ベース）」，「ＡＭ

設備別運転手順書」及び「重大事故等対策要領」に定める。（第 1.16－1表） 

※3 運転員等：運転員（当直運転員）及び重大事故等対応要員（運転操作

対応）をいう。 
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ばく・汚染管理を行う要員をいう。 

 

1.16.2 重大事故等時の手順 

1.16.2.1 居住性を確保するための手順等 

重大事故等が発生した場合において，中央制御室にとどまる運転員の被ばく量を7日

間で100mSvを超えないようにするために必要な設備として，6号及び7号炉中央制御室換

気空調系に外気との隔離を行うための隔離ダンパをそれぞれ設置する。また，中央制御

室可搬型陽圧化空調機を設置し，放射性物質を取り除いた後の外気を中央制御室へ供給

することで，中央制御室空調バウンダリ全体を陽圧化する。 

 

 

さらに，格納容器圧力逃がし装置を使用した際のプルームの影響による運転員の被ば

くを低減させるための設備として，中央制御室バウンダリエリアの内側に中央制御室待

避室を設置する。中央制御室待避室は遮蔽及び中央制御室陽圧化装置により，居住性を

確保する設計とする。中央制御室，中央制御室待避室の陽圧化バウンダリ構成をする。

中央制御室及び中央制御室待避室の陽圧化バウンダリ構成を第1.16.2図に示す。 

なお，重大事故等時の中央制御室の居住性に係る被ばく評価については，炉心損傷が

早く格納容器内の圧力が高く推移する事象が中央制御室の運転員の被ばく評価上最も厳

しくなる事故シーケンスとなることから，「大破断LOCA＋ECCS注水機能喪失＋全交流動

力電源喪失」を選定する。 

 

 

中央制御室待避室を使用する場合，居住性確保の観点より，中央制御室待避室の酸素

濃度が許容濃度の18％を下回るおそれがある場合又は二酸化炭素濃度が許容濃度の

0.5％を上回るおそれがある場合は，中央制御室待避室内に設置する給気弁・排気弁で

酸素濃度及び二酸化炭素濃度を調整する。 

中央制御室待避室への酸素ガスの供給は空気ボンベで行い，6号及び7号炉の格納容器

圧力逃がし装置を時間差で使用した場合においても基準値を逸脱することはない設計と

なっている。 

なお，これらの運用解除については，緊急時対策所本部との協議の上，中央制御室制

御盤エリアでの対応を再開する。 

さらに，運転員の被ばく低減のため，緊急時対策所本部は，長期的な保安確保の観点

から，運転員の交替体制を整備する。 

 

 

1.16.2 重大事故等時の手順 

1.16.2.1 居住性を確保するための手順等 

重大事故等が発生した場合において，中央制御室にとどまる運転員等の被ばく量を 7

日間で 100mSv を超えないようにするために必要な設備として，中央制御室換気系を設

置する。 

中央制御室換気系は，外気との隔離を行うための隔離弁を設置するとともに，中央制

御室換気系 フィルタ系ファンを設置し，中央制御室換気系 フィルタユニットを通る

閉回路循環運転により放射性物質を取り除いた後の空気を中央制御室へ供給すること

で，中央制御室内の空気を清浄に保つ。 

さらに，格納容器圧力逃がし装置を使用した際のプルームの影響による運転員等の被

ばくを低減させるための設備として，中央制御室バウンダリエリアの内側に中央制御室

待避室を設置する。中央制御室待避室は遮蔽及び中央制御室待避室 空気ボンベユニッ

ト（空気ボンベ）により，居住性を確保する設計とする。中央制御室待避室の正圧化バ

ウンダリ構成を第 1.16－5 図に示す。 

なお，重大事故等時の中央制御室の居住性に係る被ばく評価については，炉心損傷が

早く原子炉格納容器内の圧力が高く推移する事象が中央制御室の運転員等の被ばく評価

上最も厳しくなる事故シーケンスとなることから，原子炉格納容器破損モード「雰囲気

圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」で想定される事故シーケンス

「大破断ＬＯＣＡ＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失敗」（全交流動力電源喪失の重

畳を考慮）シナリオを選定する。 

中央制御室待避室を使用する場合，居住性確保の観点より，中央制御室待避室の酸素

濃度が許容濃度の19％を下回るおそれがある場合又は二酸化炭素濃度が許容濃度の1％

を上回るおそれがある場合は，中央制御室待避室空気ボンベユニットの空気供給差圧調

整弁で酸素濃度及び二酸化炭素濃度を調整する。 

中央制御室待避室への酸素の供給は空気ボンベで行い，基準値を逸脱することはない

設計となっている。 

 

なお，これらの運用解除については，緊急時対策所本部との協議の上，中央制御室制

御盤エリアでの対応を再開する。 

さらに，運転員の被ばく低減のため，緊急時対策所本部は，長期的な保安確保の観点

から，運転員の交替体制を整備する。 
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(1)中央制御室換気空調系設備の運転手順等 

環境に放出された放射性物質等による放射線被ばくから運転員等を防護するた

め，中央制御室換気空調系再循環運転モードの使用，又は中央制御室内を中央制御

室可搬型陽圧化空調機で加圧を行い，隣接区域からの放射性物質のインリークを防

止する。 

全交流動力電源が喪失した場合は，常設代替交流電源設備又は第二代替交流電源

設備により受電し，系統構成実施後に中央制御室可搬型陽圧化空調機を起動する。 

中央制御室換気空調系再循環運転モードは，重大事故等時の炉心損傷前の段階に

おいて，環境に放出された放射性物質等による放射線被ばくから運転員等を防護す

る設備ではあるが，設計基準事故対処設備であることから，本事項では重大事故対

処設備である中央制御室可搬型陽圧化空調機の使用手順を示す。 

a. 炉心損傷の判断時の中央制御室可搬型陽圧化空調機起動手順 

炉心損傷時に，環境に放出された放射性物質等による放射線被ばくから運転員

等を防護するため，中央制御室可搬型陽圧化空調機にて，放射性物質を取り除いた

後の外気を中央制御室へ供給し，中央制御室空調バウンダリ全体を陽圧化する。 

(a)手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※1。 

※1：格納容器内雰囲気放射線レベル計 (CAMS)で原子炉格納容器内のガンマ線線

量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10倍を超えた場合，又は

格納容器内雰囲気放射線レベル計 (CAMS)が使用できない場合に原子炉圧

力容器温度計で 300℃以上を確認した場合。 

 (b)操作手順 

中央制御室換気空調系の運転モードにより，使用する手順書を選定する。 

・中央制御室換気空調系が通常運転モードで運転している場合の中央制御室可搬

型陽圧化空調機への切替え手順の概要は以下のとおり。 

中央制御室換気空調系概要図を第 1.16.1図に，中央制御室可搬型陽圧化

空調機の構成を第1.16.3図に，6号炉中央制御室可搬型陽圧化空調機の配置

を第 1.16.4図に，7号炉中央制御室可搬型陽圧化空調機の配置を第1.16.5

図に示す。 

①  当直副長は，手順着手の判断基準に基づき運転員に中央制御室換気空調

系の停止・隔離，央制御室可搬型陽圧化空調機の起動を指示する。 

②  中央制御室運転員 Bは，中央制御室にて中央制御室換気空調系排風機を

停止し，中央制御室換気空調系送風機を停止する。中央制御室換気空調

(1) 中央制御室換気系の運転手順等 

環境に放出された放射性物質による放射線被ばくから運転員等を防護するため，

中央制御室換気系による閉回路循環運転を行い中央制御室の空気を清浄に保つ。 

全交流動力電源喪失により閉回路循環運転が停止した場合は，常設代替交流電源

設備により受電し，手動で起動する手順に着手する。 

ａ．交流動力電源が正常な場合の運転手順 

重大事故等時に，交流動力電源が正常な場合において，中央制御室換気系は原

子炉水位低（レベル 3），ドライウェル圧力高，原子炉建屋換気系排気ダクトモ

ニタ放射能高及び原子炉建屋換気系燃料取替床排気ダクトモニタ放射能高の何れ

かの隔離信号により自動的に閉回路循環運転となるため，閉回路循環運転状態を

確認するための手順を整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

中央制御室換気系の電源が，外部電源又は非常用ディーゼル発電機から供給可

能な場合で隔離信号の発信を確認した場合。 

(b) 操作手順 

自動起動した中央制御室換気系の動作状況を確認する手順の概要は以下のと

おり。 

中央制御室換気系概要図を第 1.16－1 図に示す。 

① 発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に中央制御室換気系

の自動起動の確認を指示する。 

② 運転員等は，中央制御室にて中央制御室換気系給気隔離弁，排気隔離

弁並びに排煙装置隔離弁が閉していること及び中央制御室換気系空気

調和機ファン並びに中央制御室換気系フィルタ系ファンが運転してい

ることを確認し，発電長に報告する。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室の運転員等1名にて作業を実施し，中央制御室換

気系が自動起動したことを確認するまで6分以内で対応可能である。 

ｂ．全交流動力電源が喪失した場合の運転手順 

全交流動力電源喪失等により中央制御室換気系が自動で閉回路循環運転に切り

替わらない場合に，手動で起動し閉回路循環運転に切り替える手順を整備する。

全交流動力電源喪失時には，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装

置又は可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車によりＭＣＣ ２Ｃ

系又はＭＣＣ ２Ｄ系が受電されたことを確認した後，中央制御室換気系を起動
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系送風機停止後に，換気空調補機非常用冷却水系の停止を確認する。 

③  中央制御室運転員 Bは，中央制御室にて中央制御室換気空調系給排気隔

離弁（MCR外気取入ダンパ，MCR排気ダンパ）を閉操作し，中央制御室を

換気隔離する。 

④ 現場運転員E及びFは，コントロール建屋計測制御電源盤区域 (B)送・排

風機室にて中央制御室可搬型陽圧化空調機フィルタユニットと中央制御

室可搬型陽圧化空調機ブロワユニット，中央制御室可搬型陽圧化空調機

フィルタユニットと中央制御室給気口を仮設ダクトで接続し，中央制御

室可搬型陽圧化空調機を起動することで中央制御室の陽圧化を開始す

る。 

⑤ 当直副長は，中央制御室の圧力を隣接区画より陽圧に維持するよう，現

場運転員E及びFに中央制御室可搬型陽圧化空調機の流量調整を指示す

る。 

⑥ 現場運転員E及びFは，コントロール建屋計測制御電源盤区域 (B)送・排

風機室にて中央制御室と隣接区画の差圧を確認しながら中央制御室可搬

型陽圧化空調機の流量を調整し，中央制御室の圧力を隣接区画より陽圧

に維持する。（中央制御室可搬型陽圧化空調機の流量調整は，起動時に調

整後は再調整不要。） 

・中央制御室換気空調系が再循環運転モードで運転している場合の中央制御室

可搬型陽圧化空調機への切替え手順の概要は以下のとおり。 

中央制御室換気空調系概要図を第 1.16.1図に，中央制御室可搬型陽圧化空

調機の構成を第 1.16.3図に，6号炉中央制御室可搬型陽圧化空調機の配置を

第 1.16.4図に，7号炉中央制御室可搬型陽圧化空調機の配置を第 1.16.5図に

示す。 

①  当直副長は，手順着手の判断基準に基づき運転員に中央制御室換気空調

系隔離の確認，中央制御室換気空調系の停止，中央制御室可搬型陽圧化空

調機の起動を指示する。 

② 中央制御室運転員 Bは，中央制御室にて中央制御室の換気空調系が隔離さ

れていることを確認する。 

③ 中央制御室運転員 Bは，中央制御室にて中央制御室換気空調系再循環送風

機を停止し，中央制御室換気空調系送風機を停止する。 

中央制御室換気空調系送風機停止後に，換気空調補機非常用冷却水系の

停止を確認する。 

する。 

(a) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失等により，中央制御室換気系が自動で閉回路循環運転に

切り替わらない場合。全交流動力電源喪失後には，代替交流電源設備により緊

急用Ｍ／Ｃが受電され，緊急用Ｍ／ＣからＭＣＣ ２Ｃ又はＭＣＣ ２Ｄが受

電完了した場合。 

(b) 操作手順 

全交流動力電源喪失により中央制御室換気系が停止している場合に，中央制

御室換気系を再起動する手順の概要は以下のとおり。中央制御室換気系概要図

を第1.16－1図に，タイムチャートを第1.16－2図に示す。 

① 発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に中央制御室換気系

の起動の準備を指示する。 

② 運転員等は，中央制御室にて中央制御室換気系による閉回路循環運転を

実施するために必要な電源が確保されていることを確認し，中央制御室

換気系給気隔離弁，排気隔離弁及び排煙装置隔離弁が閉していることを

確認する。なお，中央制御室換気系給気隔離弁，排気隔離弁及び排煙装

置隔離弁が閉していないことを確認した場合，運転員等は中央制御室に

て，中央制御室換気系給気隔離弁，排気隔離弁及び排煙装置隔離弁を閉

にし，発電長に報告する。 

③ 発電長は，中央制御室換気系の起動を指示する。 

④ 運転員等は，中央制御室にて中央制御室換気系空気調和機ファン及び中

央制御室換気系フィルタ系ファンを起動し，発電長に報告する。 

(c)  操作の成立性 

上記の操作は中央制御室の運転員等 1名にて作業を実施し，中央制御室換気

系空気調和機ファン及び中央制御室換気系フィルタ系ファンの起動まで 6分以

内で対応可能である。 
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④ 現場運転員 E及び Fは，コントロール建屋計測制御電源盤区域 (B)送・排

風機室にて中央制御室可搬型陽圧化空調機フィルタユニットと中央制御室

可搬型陽圧化空調機ブロワユニット，中央制御室可搬型陽圧化空調機フィ

ルタユニットと中央制御室給気口を仮設ダクトで接続し，中央制御室可搬

型陽圧化空調機を起動することで中央制御室の陽圧化を開始する。 

⑤ 当直副長は，中央制御室の圧力を隣接区画より陽圧に維持するよう，現場

運転員 E及び Fに中央制御室可搬型陽圧化空調機の流量調整を指示する。 

⑥ 現場運転員 E及び Fは，コントロール建屋計測制御電源盤区域 (B)送・排

風機室にて中央制御室と隣接区画の差圧を確認しながら中央制御室可搬型

陽圧化空調機の流量を調整し，中央制御室の圧力を隣接区画より陽圧に維

持する。（中央制御室可搬型陽圧化空調機の流量調整は，起動時に調整後

は再調整不要。） 

(c)操作の成立性 

上記の中央制御室換気空気空調系の停止，隔離操作は，6号及び 7号炉の中央制

御室運転員各2名（操作者及び確認者）の合計 4名で実施し，約 10分で対応可能で

ある。また，中央制御室可搬型陽圧化空調機の起動操作は，6号及び 7号炉の現場

運転員各 2名の合計 4名で実施し，約 30分で対応可能である。 

b. 中央制御室換気空調系再循環運転モード停止時の中央制御室可搬型陽圧化空調機

起動手順 

全交流動力電源喪失等により，中央制御室換気空調系再循環運転モードが停止し

て復旧の見込みがない場合は，中央制御室の居住性を確保するため，中央制御室可

搬型陽圧化空調機を起動する手順を整備する。全交流動力電源喪失により，中央制

御室換気空調系再循環運転モードが停止した場合は，常設代替交流電源設備又は第

二代替交流電源設備により中央制御室可搬型陽圧化空調機の電源を受電し，起動を

実施する。 

(a)手順着手の判断基準 

中央制御室換気空調系再循環運転モードが停止し，復旧の見込みがない場合。 

 

(b)操作手順 

中央制御室の居住性を確保するため，中央制御室可搬型陽圧化空調機を起動す

る手順の概要は以下のとおり。中央制御室換気空調系概要図を第 1.16.1図に，

中央制御室可搬型陽圧化空調機の構成を第 1.16.3図に，6号炉中央制御室可搬型

陽圧化空調機の配置を第 1.16.4図に，7号炉中央制御室可搬型陽圧化空調機の配
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置を第 1.16.5図に示す。 

①  当直副長は，手順着手の判断基準に基づき運転員に中央制御室可搬型陽

圧化空調機の起動操作を指示する。全交流動力電源喪失が原因で再循環運

転モードが停止している場合は，常設代替交流電源設備又は第二代替交流

電源設備による非常用母線（AM用 MCC含む）の受電操作が完了しているこ

とを確認し，中央制御室可搬型陽圧化空調機の起動操作を指示する。 

② 中央制御室運転員 Bは，中央制御室にて中央制御室換気空調系送風機，再

循環送風機の停止を確認する。 

③ 中央制御室運転員 Bは，中央制御室にて中央制御室換気空調系給排気隔離

弁（MCR外気取入ダンパ，MCR排気ダンパ）を閉確認し，中央制御室の換気

隔離を確認する。 

④ 現場運転員 E及び Fは，コントロール建屋計測制御電源盤区域 (B)送・排

風機室にて中央制御室可搬型陽圧化空調機ブロワユニットと中央制御室可

搬型陽圧化空調機フィルタユニット，中央制御室可搬型陽圧化空調機フィ

ルタユニットと中央制御室給気口を仮設ダクトで接続し，中央制御室可搬

型陽圧化空調機を起動することで中央制御室の陽圧化を開始する。 

⑤ 当直副長は，現場運転員 E及び Fに中央制御室の圧力を隣接区画より陽圧

に維持するよう，中央制御室可搬型陽圧化空調機の流量調整を指示する。 

⑥ 現場運転員 E及び Fは，コントロール建屋計測制御電源盤区域(B)送・排

風機室にて中央制御室と隣接区画の差圧を確認しながら中央制御室可搬型

陽圧化空調機の流量を調整し，中央制御室の圧力を隣接区画より陽圧に維

持する。（中央制御室可搬型陽圧化空調機の流量調整は，起動時に調整後は

再調整不要。） 

(c)操作の成立性 

上記の中央制御室換気空調系再循環運転モード停止による中央制御室可搬型陽

圧化空調機の起動操作は，常設代替交流電源設備又は第二代替交流電源設備から

の受電後に実施する。換気空調系の停止，隔離確認は，6号及び 7号炉の中央制

御室運転員各 2名（操作者及び確認者）の合計 4名で実施し，約 10分で対応可

能である。また，中央制御室可搬型陽圧化空調機起動操作は，6号及び 7号炉の

現場運転員各 2 名の合計 4 名で実施し，約 30 分で対応可能である。 

中央制御室換気空調系再循環運転モード停止時に炉心損傷を判断した場合は，

速やかに中央制御室可搬型陽圧化空調機を起動する必要があるが，炉心損傷を判

断していない場合は，原子炉及び使用済燃料プールの安全確保を優先的に対応し，
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酸素ガス及び二酸化炭素ガスが許容濃度に到達する前までに実施する。 

なお，中央制御室換気空調系給排気隔離弁については，全交流動力電源喪失等

により中央制御室から当該弁を閉操作できない場合，現場閉操作は，6 号及び 7

号炉の現場運転員各 2名の合計 4名で実施し，約 30 分で対応可能である。（全

交流動力電源喪失等発生時に中央制御室内放射線量が上昇した場合に，常設代替

交流電源設備又は第二代替交流電源設備からの受電を待たずして中央制御室を換

気隔離する。） 

全交流動力電源喪失＋直流電源喪失においても，非常用電源の復電手順が異な

るが，中央制御室可搬型陽圧化空調機を起動する手順は変わらない。 

現場操作については，円滑に操作ができるように移動経路を確保し，可搬型照明

を整備する。 

c.中央制御室換気空調系再循環運転モード使用時に中央制御室内放射線量が異常

上昇した場合の中央制御室可搬型陽圧化空調機起動手順 

中央制御室換気空調系再循環運転モード使用時に中央制御室内放射線量が上昇

した場合，中央制御室換気空調系再循環運転モードから中央制御室可搬型陽圧化

空調機への切り替えを実施する手順を整備する。 

(a)手順着手の判断基準 

中央制御室換気空調系再循環運転モード使用時に中央制御室内放射線量が上昇

した場合。 

(b)操作手順及び(c)操作の成立性 

操作手順及び操作の成立性は，中央制御室換気空調系再循環運転モードから中

央制御室可搬型陽圧化空調機への切替え操作であるので 1.16.2.1(1)a.炉心損傷

の判断時の中央制御室可搬型陽圧化空調機起動手順の「中央制御室換気空調系が

再循環運転モードで運転している場合の中央制御室可搬型陽圧化空調機への切替

え手順の概要」と同様である。 

 

(2)中央制御室待避室の準備手順 

格納容器圧力逃がし装置を使用する際に待避する中央制御室待避室を中央制

御室待避室陽圧化装置により加圧し，中央制御室待避室の居住性を確保するため

の手順を整備する。 

a.中央制御室待避室陽圧化装置による中央制御室待避室の陽圧化手順  

(a)手順着手の判断基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 中央制御室待避室の準備手順 

格納容器圧力逃がし装置を使用する際に待避する中央制御室待避室を中央制御室

待避室空気ボンベユニットにより加圧し，中央制御室待避室の居住性を確保するた

めの手順を整備する。 

ａ．手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至った場合。 

① 炉心損傷を判断した場合※１において，サプレッション・プール水位指示
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炉心損傷を判断した場合 ※1 で，中央制御室可搬型陽圧化空調機による中央制

御室の陽圧化を実施した場合。 

 

 

 

※1：格納容器内雰囲気放射線レベル計 (CAMS)で原子炉格納容器内のガン

マ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた

場合，又は格納容器内雰囲気放射線レベル計 (CAMS)が使用できない

場合に原子炉圧力容器温度計で 300℃以上を確認した場合。  

 

 

 

 

(b)操作手順 

中央制御室待避室の陽圧化設備による加圧手順の概要は以下のとおり。中央

制御室待避室を加圧するための中央制御室待避室陽圧化装置の概要を第 1.16.6

図に示す。 

 

①当直副長は，炉心損傷時の中央制御室可搬型陽圧化空調機による中央制御

室内の加圧操作後に，現場運転員 E 及び F に中央制御室待避室の加圧準備

を指示する。 

②現場運転員 E 及び Fは，中央制御室可搬型陽圧化空調機による中央制御室

内の加圧操作後に，コントロール建屋 1 階通路，廃棄物処理建屋 1階通路

に設置した中央制御室陽圧化装置空気ボンベ元弁を開操作し，中央制御室待

避室の加圧準備を完了する。 

③当直副長は，格納容器圧力逃がし装置を使用する約 30 分前，又は現場運転

員 C及び Dに格納容器圧力逃がし装置の一次隔離弁の開操作を指示し，現

場運転員 C 及び Dが現場へ移動開始した時に，現場運転員 E又は Fに中央

制御室待避室の加圧を指示する。 

④現場運転員 E 又は Fは，中央制御室待避室内に設置された中央制御室陽圧

化装置空気ボンベ空気給気第一，第二弁を開操作し，中央制御室待避室の陽

圧化を開始する。（第 1.16.6 図中央制御室待避室陽圧化装置概要） 

 

値が通常水位＋6.4m※２に到達した場合 

② 炉心損傷を判断した場合※１において，可燃性ガス濃度制御系による水素

濃度制御ができず，かつ原子炉格納容器内の酸素濃度が 4.3vol％に到達

した場合で，原子炉格納容器内へ不活性ガス（窒素）を注入している場

合 

※1 格納容器雰囲気放射線モニタで原子炉格納容器内のガンマ線線量率

が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍以上となった場合，又

は格納容器雰囲気放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧力容器

温度計で300℃以上を確認した場合。 

※2 格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントの前に,速やかに中央

制御室待避室の加圧を行えるよう設定している。なお，サプレッショ

ン・プール水位が通常水位＋6.4mから＋6.5mに到達するまでは評価上

約20分である。 

ｂ．操作手順 

中央制御室待避室の中央制御室待避室空気ボンベユニットによる加圧手順の概

要は以下のとおり。中央制御室待避室の正圧化バウンダリ構成図を第 1.16－5 図

に，中央制御室待避室を加圧するための中央制御室待避室空気ボンベユニットの

概要図を第 1.16－6図に示す。タイムチャートを第 1.16－4図に示す。 

① 発電長は，炉心損傷時の中央制御室換気系による閉回路循環運転後に，手

順着手の判断基準に基づき，運転員等に中央制御室待避室の加圧準備を指

示する。 

② 運転員等は，中央制御室待避室空気ボンベユニットの空気ボンベ集合弁を

開操作し，中央制御室待避室の加圧準備を完了する。（第 1.16－6 図 中

央制御室待避室空気ボンベユニット概要図） 

③ 発電長は，格納容器圧力逃がし装置を使用する約 20 分前，運転員等に中

央制御室待避室の加圧を指示する。 

④ 運転員等は，中央制御室待避室空気ボンベユニットの空気供給差圧調整弁

前後弁を開操作した後に，中央制御室待避室内の空気供給差圧調整弁の調

整開操作を実施し，中央制御室待避室の加圧を開始する。（第 1.16－6 図 

中央制御室待避室空気ボンベユニット概要図） 

⑤ 発電長は，運転員等に中央制御室待避室の圧力を中央制御室より正圧に維

持するよう指示する。 

⑥ 運転員等は，中央制御室待避室にて中央制御室待避室と中央制御室の差圧
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⑤当直副長は，現場運転員 E又は F に中央制御室待避室の圧力を中央制御室

隣接区画より陽圧に維持するよう指示する。 

⑥現場運転員 E 又は Fは，中央制御室待避室にて中央制御室待避室と中央制

御室の差圧を確認しながら，中央制御室待避室内に設置した排気弁を操作

し，中央制御室待避室圧力を中央制御室隣接区画より陽圧に維持する。  

 

 

(c)操作の成立性 

中央制御室待避室の加圧準備操作は，中央制御室可搬型陽圧化空調機起動後

に実施し，現場運転員 2名で約 30 分で対応可能である。（6号及び 7 号炉が同

時に炉心損傷した場合は，7号炉の現場運転員が中央制御室待避室の加圧準備操

作を行う。） 

中央制御室待避室の加圧操作は，当直副長の加圧操作指示後（格納容器圧力逃

がし装置を使用する約 30 分前，又は現場運転員 C 及び Dに格納容器圧力逃が

し装置の一次隔離弁の開操作を指示し，現場運転員 C及び D が現場へ移動開始

した時），運転員 1 名にて 5 分以内で対応可能である。（6号及び 7 号炉が同時

に炉心損傷した場合は，7 号炉の中央制御室運転員が中央制御室待避室の加圧操

作を行う。）  

 

b.カードル式空気ボンベユニットによる中央制御室待避室の陽圧化手順  

(a)手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合 ※1で，中央制御室待避室陽圧化装置を使用でき

ない場合，又は 6号及び 7 号炉の同時でない原子炉格納容器ベント操作を

実施する場合。 

※ 1：格納容器内雰囲気放射線レベル計 (CAMS)で原子炉格納容器内のガンマ

線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10倍を超えた場合，

又は格納容器内雰囲気放射線レベル計(CAMS)が使用できない場合に原

子炉圧力容器温度計で 300℃以上を確認した場合。  

(b)操作手順 

カードル式空気ボンベユニットによる中央制御室待避室の加圧手順の概

要は以下のとおり。 

[カードル式空気ボンベユニットの準備操作] 

を確認しながら，中央制御室待避室内に設置した中央制御室待避室空気ボ

ンベユニットの空気供給差圧調整弁を操作し，中央制御室待避室圧力を中

央制御室より正圧に維持する。 

c．操作の成立性 

中央制御室待避室の加圧準備操作は，中央制御室換気系起動後に実施し，運転

員等 1名で 5分以内で対応可能である。 

中央制御室待避室の加圧操作は，発電長の加圧操作指示後（格納容器圧力逃が

し装置を使用する約 20分前），運転員等 1名にて 5分以内で対応可能である。 
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①当直長は，当直副長の依頼に基づき，緊急時対策本部に中央制御室待避室の

陽圧化のためのカードル式空気ボンベユニットの準備を依頼する。 

②緊急時対策本部は，緊急時対策要員にカードル式空気ボンベユニットの準

備を指示する。 

③緊急時対策要員は，廃棄物処理建屋近傍へカードル式空気ボンベユニット

を移動させる。 

④緊急時対策要員は，カードル式空気ボンベユニット 5 台をホースにて接続

し，更に中央制御室待避室陽圧化装置（配管）と接続するため，廃棄物処理

建屋接続口へホースを接続する。 

⑤緊急時対策要員は，カードル式空気ボンベユニットのボンベ元弁を開操作

し，カードル式空気ボンベユニット建屋接続外弁を開操作する。 

⑥緊急時対策要員は，カードル式空気ボンベユニットの準備完了を緊急時対

策本部経由で当直長へ報告する。 

[中央制御室待避室の陽圧化] 

①当直副長は，格納容器圧力逃がし装置を使用する約 30 分前，又は現場運転

員 C及び Dに格納容器圧力逃がし装置の一次隔離弁の開操作を指示し，現

場運転員 C 及び Dが現場へ移動開始した時に，現場運転員 E及び Fに中央

制御室待避室の加圧を指示する。 

②現場運転員 E 及び Fは，廃棄物処理建屋 1階にてカードル式空気ボンベ

ユニット建屋接続内弁を開操作する。 

③中央制御室運転員は，中央制御室待避室内に設置された中央制御室陽圧化

装置空気ボンベ空気給気第一，第二弁を開操作することで，中央制御室待避

室の加圧を開始する。 

④当直副長は，中央制御室運転員に中央制御室待避室の圧力を中央制御室隣

接区画より陽圧に維持するよう指示する。 

⑤中央制御室運転員は，中央制御室待避室にて中央制御室待避室と中央制御

室の差圧を確認しながら，中央制御室待避室内に設置した排気弁を操作し，

中央制御室待避室圧力を中央制御室隣接区画より陽圧に維持する。  

(c)操作の成立性 

カードル式空気ボンベユニットによる中央制御室待避室の加圧準備操作

は，緊急時対策要員 7名で実施し，約 150 分で対応可能である。 

中央制御室待避室の加圧操作は，当直副長の加圧操作指示後（格納容器圧

力逃がし装置を使用する約 30 分前，又は現場運転員 C 及び D に格納容器
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圧力逃がし装置の一次隔離弁の開操作を指示し，現場運転員 C及び Dが現

場へ移動開始した時），中央制御室運転員 1名，現場運転員 2 名の合計 3名

で実施し，約 20 分で対応可能である。 

カードル式空気ボンベユニットの準備操作は，参集した緊急時対策要員

によって行う。なお，中央制御室待避室が建屋内の空気ボンベによって陽圧

化されている時に，カードル式空気ボンベユニットによる空気の供給を開始

した場合も，空気ボンベの下流側に設置されている圧力調整ユニットにより

系統圧力が制御されているため，中央制御室待避室に影響がでることはな

い。 

 

(3)中央制御室の照明を確保する手順 

中央制御室の居住性確保の観点から，中央制御室の照明が使用できない場合

において，可搬型蓄電池内蔵型照明により照明を確保する手順を整備する。  

a.手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失や電気系統の故障により，中央制御室の照明が使用でき

ない場合。 

b.操作手順 

全交流動力電源喪失時の可搬型蓄電池内蔵型照明の設置手順の概要は以下の

とおり。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に中央制御室の

照明を確保するため，可搬型蓄電池内蔵型照明の点灯の確認，可搬型蓄電池内

蔵型照明の設置を指示する。 

②中央制御室運転員 Bは，可搬型蓄電池内蔵型照明の点灯を確認の上，可搬型蓄

電池内蔵型照明を設置し，中央制御室の照明を確保する。 

③当直副長は，代替交流電源設備による非常用母線の受電操作が完了しているこ

とを確認し，中央制御室運転員に非常用照明の点灯確認を指示する。 

④中央制御室運転員 Bは，中央制御室にて非常用照明の点灯を確認する。  

 

 

c.操作の成立性 

上記の可搬型蓄電池内蔵型照明の設置・点灯操作は，代替常設交流電源受電準

備完了後に 6号及び 7号炉の中央制御室運転員各 1 名の合計 2 名で実施し，約

15 分で対応可能である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 中央制御室の照明を確保する手順 

中央制御室の居住性確保の観点から，中央制御室の照明が使用できない場合にお

いて，可搬型照明（ＳＡ）により照明を確保する手順を整備する。 

ａ．手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失や電気系統の故障により，中央制御室の照明が使用できな

い場合。 

ｂ．操作手順 

全交流動力電源喪失時の可搬型照明（ＳＡ）の設置手順の概要は以下のとお

り。タイムチャートを第 1.16－3 図に示す。 

① 発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に中央制御室の照明を

確保するため，可搬型照明（ＳＡ）の点灯確認，可搬型照明（ＳＡ）の設

置を指示する。 

② 運転員等は，可搬型照明（ＳＡ）の内蔵蓄電池による点灯を確認の上，可

搬型照明（ＳＡ）を設置し，中央制御室の照明を確保する。なお，常設代

替交流電源設備による給電再開後においても非常用照明が使用できない場

合は，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置又は可搬型代替

交流電源設備である可搬型代替低圧電源車より可搬型照明（ＳＡ）へ給電

するため，可搬型照明（ＳＡ）を緊急用コンセントに接続しておく。 

ｃ．操作の成立性 

上記の可搬型照明（ＳＡ）の設置・点灯操作は，運転員等 1名で実施し，30

分以内で対応可能である。 
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(4)中央制御室の酸素ガス及び二酸化炭素ガスの濃度測定と濃度管理手順 

 

中央制御室の居住性の観点から，中央制御室内の酸素ガス及び二酸化炭素ガス

の濃度測定及び管理を行う手順を整備する。 

 

a.手順着手の判断 

中央制御室換気空調系が再循環運転モードで運転中等，中央制御室換気空調系

給排気隔離弁が全閉の場合で，中央制御室可搬型陽圧化空調機による中央制御室

の加圧操作を実施していない場合。 

b.操作手順 

中央制御室の酸素ガス及び二酸化炭素ガスの濃度を測定・管理する手順の概要

は以下のとおり。 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に中央制御室の酸素ガス及

び二酸化炭素ガスの濃度測定を指示する。 

② 現場運転員 C 及び Dは，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計にて，中央制御室の

酸素ガス及び二酸化炭素ガスの濃度測定を開始する。 

 

③ 当直副長は，中央制御室の酸素ガス及び二酸化炭素ガスの濃度を適宜確認し，

酸素濃度が許容濃度の 18%を下回る，又は二酸化炭素濃度が許容濃度の 0.5%を

上回るおそれがある場合は，MCR 非常用外気取入ダンパの開閉を現場運転員に

指示する。 

④ 現場運転員は，MCR 非常用外気取入ダンパを開閉操作し，酸素ガス及び二酸化

炭素ガスの濃度調整を行う。 

 

c.操作の成立性 

上記の中央制御室の対応は，6 号及び 7 号炉現場運転員の 8 名うち 2 名で実施

し，MCR 非常用外気取入ダンパの手動開操作まで行った場合でも約 10分で対応可

能である。 

 

(5)中央制御室待避室の照明を確保する手順 

中央制御室待避室の居住性確保の観点から，中央制御室待避室に可搬型蓄電池

内蔵型照明を設置する手順を整備する。 

 

 (4)  中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定と濃度管理手順 

中央制御室の居住性の観点から，中央制御室内の酸素及び二酸化炭素の濃度測定

及び管理を行う手順を整備する。 

ａ．手順着手の判断基準 

中央制御室換気系が閉回路循環運転で運転中等，中央制御室換気系給気隔離

弁，排気隔離弁及び排煙装置隔離弁が全閉の場合。 

 

ｂ．操作手順 

中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度を測定・管理する手順の概要は以下の

とおり。 

① 発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に中央制御室の酸素

及び二酸化炭素の濃度測定を指示する。 

② 運転員等は，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計にて，中央制御室の酸素

及び二酸化炭素の濃度測定を開始する。 

③ 運転員等は，中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度を適宜確認し，酸

素濃度が許容濃度の 19％を下回る，又は二酸化炭素濃度が 0.5％を超え

上昇している場合は，災害対策本部と換気のタイミングを協議により決

定し，二酸化炭素濃度が許容濃度の 1％を超えるまでに，中央制御室に

て外気取入れによる換気を行い，酸素及び二酸化炭素の濃度調整を行

う。 

ｃ．操作の成立性 

上記の中央制御室の対応は，運転員等 1名で行い，中央制御室換気系給気隔離

弁及び排気隔離弁の開操作まで行った場合でも 10分以内で対応可能である。 

 

 

 

 

 

 

(5) 中央制御室待避室の照明を確保する手順 

中央制御室待避室の居住性確保の観点から，中央制御室待避室に可搬型照明（Ｓ

Ａ）を設置する手順を整備する。 
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a.手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合 ※ 1。 

 

※1：格納容器内雰囲気放射線レベル計 (CAMS)で原子炉格納容器内のガン

マ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた

場合，又は格納容器内雰囲気放射線レベル計 (CAMS)が使用できない

場合に原子炉圧力容器温度計で 300℃以上を確認した場合。 

b.操作手順 

中央制御室待避室に可搬型蓄電池内蔵型照明を設置する手順の概要は以下のと

おり。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に中央制御室待

避室の照明の設置を指示する。 

 

②中央制御室運転員 Bは，可搬型蓄電池内蔵型照明をあらかじめ定められた場所

に設置し，中央制御室待避室使用時に点灯できるよう準備する。 

 

 

 

 

 

c.操作の成立性 

上記の中央制御室待避室の対応は，中央制御室の照明確保，原子炉圧力容器へ

の注水を実施後に 6号及び 7 号炉の中央制御室運転員各 1 名の合計 2 名で実

施し，中央制御室待避室データ表示装置の起動操作と併せて約 10 分で対応可能

である。 

 

(6)中央制御室待避室の酸素ガス及び二酸化炭素ガスの濃度測定と濃度管理手順 

中央制御室待避室の居住性確保の観点から，中央制御室待避室内の酸素ガス及

び二酸化炭素ガス濃度の測定及び管理を行う手順を整備する。 

a.手順着手の判断基準 

運転員が中央制御室待避室へ待避した場合。 

b.操作手順 

中央制御室待避室の酸素ガス及び二酸化炭素ガスの濃度を測定・管理する手順の

ａ．手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，格納容器圧力逃がし装置第一弁の開操

作が完了した場合。 

※1 格納容器雰囲気放射線モニタで原子炉格納容器内のガンマ線線量率

が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍以上となった場合，又

は格納容器雰囲気放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧力容器

温度計で300℃以上を確認した場合。 

ｂ．操作手順 

中央制御室待避室に可搬型照明（ＳＡ）を設置する手順の概要は以下のとお

り。タイムチャートを第 1.16－4 図に示す。 

① 発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に可搬型照明（ＳＡ）

の点灯確認，可搬型照明（ＳＡ）の設置を指示する。 

② 運転員等は，可搬型照明（ＳＡ）をあらかじめ定められた場所に設置し，

中央制御室待避室使用時に点灯できるよう準備する。なお，常設代替交流電

源設備である常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備である可搬

型代替低圧電源車による給電再開後は，常設代替交流電源より可搬型照明

（ＳＡ）へ給電するため，可搬型照明（ＳＡ）を緊急用コンセントに接続し

ておく。 

ｃ．操作の成立性 

上記の中央制御室待避室の対応は，中央制御室の照明確保，第一弁の開操作を

実施後に運転員等 1名で実施し，15 分以内で対応可能である。 

 

 

 

 

 

(6) 中央制御室待避室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定と濃度管理手順 

中央制御室待避室の居住性確保の観点から，中央制御室待避室内の酸素及び二酸

化炭素濃度の測定及び管理を行う手順を整備する。 

ａ．手順着手の判断基準 

中央制御室待避室へ待避した場合。 

ｂ．操作手順 

中央制御室待避室の酸素及び二酸化炭素の濃度を測定・管理する手順の概要は
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概要は以下のとおり。 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，現場運転員に中央制御室

待避室の酸素ガス及び二酸化炭素ガスの濃度測定を指示する。 

② 現場運転員 C及び D は，酸素濃度・二酸化炭素濃度計にて，中央制御

室待避室の酸素ガス及び二酸化炭素ガスの濃度測定を開始する。 

③ 現場運転員 C 及び D は，中央制御室待避室の酸素ガス及び二酸化炭

素ガスの濃度を適宜確認し，中央制御室待避室の酸素濃度が許容濃度の

18%を下回る，又は二酸化炭素濃度が許容濃度の 0.5%を上回るおそれがあ

る場合は，中央制御室待避室圧力を中央制御室隣接区画より陽圧に維持

しながら，中央制御室待避室給・排気弁を開閉操作し，酸素ガス及び二酸

化炭素ガスの濃度調整を行う。 

c.操作の成立性 

上記の中央制御室待避室の対応は， 運転員が中央制御室待避室へ待避した場合に

6 号及び 7 号炉現場運転員 8 名のうち 2 名で行うことが可能である。 

酸素ガス及び二酸化炭素ガスの濃度調整が必要となった場合は， 酸素濃度・二酸

化炭素濃度計確認後， 5 分以内に調整開始が可能である。 

 

(7)中央制御室待避室データ表示装置によるプラントパラメータ等の監視手順 

運転員が中央制御室待避室に待避後も，中央制御室待避室データ表示装置にて

プラントパラメータを継続して監視できるよう手順を整備する。 

a.手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※1。 

※1：：格納容器内雰囲気放射線レベル計 (CAMS)で原子炉格納容器内のガンマ

線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合，

又は格納容器内雰囲気放射線レベル計 (CAMS)が使用できない場合に原

子炉圧力容器温度計で 300℃以上を確認した場合。 

 

b.操作手順 

中央制御室待避室にて，中央制御室待避室データ表示装置を起動し，監視する

手順の概要は以下のとおり。データ表示装置に関するデータ伝送の概要を第 

1.16.7 図に示す。 

①  当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に中央制御室

待避室データ表示装置の起動，パラメータ監視を指示する。 

以下のとおり。 

① 発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に中央制御室待避室の

酸素及び二酸化炭素の濃度測定を指示する。 

② 運転員等は，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計にて，中央制御室待避室の

酸素及び二酸化炭素の濃度測定を開始する。 

③ 運転員等は，中央制御室待避室の酸素及び二酸化炭素の濃度を適宜確認

し，中央制御室待避室の酸素濃度が許容濃度の 19％を下回る，又は二酸

化炭素濃度が 0.5％を超え上昇している場合は，二酸化炭素濃度が許容濃

度の 1％を超えるまでに，中央制御室待避室圧力を中央制御室に対して正

圧に維持しながら，中央制御室待避室空気ボンベユニットの空気供給差圧

調整弁を操作し，酸素及び二酸化炭素の濃度調整を行う。 

ｃ．操作の成立性 

上記の中央制御室待避室の対応は，運転員が中央制御室待避室へ待避した場合

に運転員等 1名で行うことが可能である。 

酸素及び二酸化炭素の濃度調整が必要となった場合は，酸素濃度計，二酸化炭

素濃度計確認後，10 分以内に調整開始が可能である。  

 

(7) データ表示装置（待避室）によるプラントパラメータ等の監視手順 

運転員等が中央制御室待避室に待避後も，データ表示装置（待避室）にてプラン

トパラメータを継続して監視できるよう手順を整備する。 

ａ．手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，格納容器圧力逃がし装置第一弁の開操

作が完了した場合。 

※1 格納容器雰囲気放射線モニタで原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，

設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍以上となった場合，又は格納

容器雰囲気放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧力容器温度計で

300℃以上を確認した場合。 

ｂ．操作手順 

中央制御室待避室にて，データ表示装置（待避室）を起動し，監視する手順の

概要は以下のとおり。データ表示装置（待避室）に関するデータ伝送の概要を第

1.16－7 図に示す。 

① 発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等にデータ表示装置（待

避室）の起動，パラメータ監視を指示する。 
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② 中央制御室運転員は，中央制御室待避室データ表示装置を電源に接続し，端末

を起動し，プラントパラメータの監視準備を行う。 

c.操作の成立性 

上記の中央制御室待避室の対応は，中央制御室の照明確保，原子炉圧力容器へ

の注水実施後に 6 号及び 7 号炉の中央制御室運転員各 1 名の合計 2 名で実施

し，中央制御室待避室の照明の確保操作と併せて約 10 分で対応可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)その他の放射線防護措置等に関する手順等 

a.炉心損傷の判断後に全面マスク等を着用する手順 

炉心損傷の判断後に運転員が中央制御室に滞在する場合，又は現場作業を

実施する場合において，全面マスク等（電動ファン付き全面マスク又は全面マ

② 運転員等は，データ表示装置（待避室）を設置し，電源及びネットワー

クケーブルに接続し，端末を起動し，プラントパラメータの監視準備を

行う。 

ｃ．操作の成立性 

上記の中央制御室待避室の対応は，中央制御室の照明確保，第一弁開操作の実

施後に運転員等 1名で実施し，15分以内で対応可能である。 

(8) 衛星電話設備（可搬型）（待避室）による通信連絡手順 

運転員等が中央制御室待避室に待避後も，衛星電話設備（可搬型）（待避室）に

て発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡できるように手順を整備す

る。 

ａ．手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，格納容器圧力逃がし装置第一弁の開操

作が完了した場合。 

※1 格納容器雰囲気放射線モニタで原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設

計基準事故相当のガンマ線線量率の 10倍以上となった場合，又は格納容器

雰囲気放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧力容器温度計で 300℃以

上を確認した場合。 

ｂ．操作手順 

中央制御室待避室に衛星電話設備（可搬型）（待避室）を設置する手順は以下

のとおり。タイムチャートを第 1.16－4図に示す。 

① 発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に衛星電話設備（可

搬型）（待避室）の設置を指示する。 

② 運転員等は，衛星電話設備（可搬型）（待避室）を衛星制御装置に接続

し，電源を「入」操作し，通信連絡準備を行う。 

③ 通信連絡を行う場合は，一般の電話機と同様の操作により，通信先の電

話番号をダイヤルし，連絡する。 

ｃ．操作の成立性 

上記の中央制御室待避室の対応は，中央制御室の照明確保，第一弁開操作の実

施後に運転員等 1名で行い，5分以内で対応可能である。 

(9) その他の放射線防護措置等に関する手順等 

ａ．炉心損傷の判断後に全面マスクを着用する手順 

炉心損傷の判断後に運転員等が中央制御室に滞在する場合，又は現場作業を実

施する場合において，全面マスクを着用する手順を整備する。なお，中央制御室
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スク）を着用する手順を整備する。なお，中央制御室の被ばく評価において，

事故後 1 日目の滞在時は，電動ファン付き全面マスクを着用するとして評価

していることから，事故後 1 日目の滞在時は電動ファン付き全面マスクを着

用する。ただし，いずれの期間においても空気中の放射性物質の濃度が推定で

きる場合は，空気中の放射性物質の濃度に応じて，着用する全面マスク等を決

定する。 

 

(a)手順着手の判断基準 

 

炉心損傷を判断した場合※1 

 

 

※1：格納容器内雰囲気放射線レベル計(CAMS)で格納容器内のガンマ線線量率

が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合，又は格納

容器内雰囲気放射線レベル計(CAMS)が使用できない場合に原子炉圧力容

器温度計で 300℃以上を確認した場合。 

 

(b)操作手順 

炉心損傷の判断後に全面マスク等を着用する手順の概要は以下のとおり。 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき炉心損傷の直後に中央制御室に滞

在する場合，又は現場作業を実施する場合において，運転員に電動ファン付

き全面マスクの着用を指示する。  

② 運転員は，電動ファン付き全面マスクの使用前点検を行い，異常がある場合

は予備品と交換する。運転員は，電動ファン付き全面マスクを着用しリーク

チェックを行う。 

 

(c) 操作の成立性 

全交流動力電源喪失時においても，可搬型蓄電池内蔵型照明及び乾電池内蔵型

照明を設置し，常設代替交流電源設備又は第二代替交流電源設備から給電するこ

とで照明を確保できるため，全面マスク等の装着は対応可能である。  

 

b.放射線防護に関する教育等 

定期検査等においてマスク着用の機会があることから，基本的にマスク着用に

の被ばく評価において，中央制御室換気系又は原子炉建屋ガス処理系の機能喪失

時は，全面マスクを着用するとして評価していることから，中央制御室換気系又

は原子炉建屋ガス処理系の復旧までは全面マスクを着用する。 

(a) 手順着手の判断基準 

   以下のいずれかの状況に至った場合。 

・炉心損傷を判断した場合※１で，中央制御室換気系又は原子炉建屋ガス処理

系が機能喪失した状態で中央制御室に滞在する場合 

・炉心損傷を判断した場合※１で，その後現場作業等を行う場合 

※1 格納容器雰囲気放射線モニタで原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計

基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍以上となった場合，又は格納容器雰囲

気放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧力容器温度計で 300℃以上を確

認した場合。 

(b) 操作手順 

炉心損傷の判断後に全面マスクを着用する手順の概要は以下のとおり。 

① 発電長は，手順着手の判断基準に基づき，炉心損傷の直後に中央制御

室に滞在する場合，又は現場作業を実施する場合において，運転員等

に全面マスクの着用を指示する。 

② 運転員等は，全面マスクの使用前点検を行い，異常がある場合は予備

品と交換する。運転員等は，全面マスクを着用しリークチェックを行

う。 

(c) 操作の成立性 

全交流動力電源喪失時においても，内蔵蓄電池又は代替交流電源設備より受

電可能な可搬型照明（ＳＡ）を設置することで照明を確保できるため，全面マ

スクの装着は対応可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．放射線防護に関する教育等 

定期検査等においてマスク着用の機会があることから，基本的にマスク着用に
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関して習熟している。 

また，放射線業務従事者指定時及び定期的に，放射線防護に関する教育・訓練

を実施している。講師による指導のもとフィッティングテスターを使用したマス

ク着用訓練において，漏れ率（フィルタ透過率含む）2％を担保できるよう正しく

マスクを着用できることを確認する。 

c.重大事故等時の運転員の被ばく低減及び被ばく線量の平準化 

炉心損傷が予想される事態となった場合又は炉心損傷の徴候が見られた場合，

運転員等の被ばく低減及び被ばく線量の平準化のため，長期的な保安確保の観点

から運転員の交替要員体制を整備する。交替要員体制は，交替要員として通常勤

務帯の運転員等を当直交替サイクルに充当する等の運用を行うことで，被ばく線

量の平準化を行う。また，運転員について運転員交替に伴う移動時の放射線防護

措置や，チェンジングエリア等の各境界における汚染管理を行うことで運転員の

被ばく低減を図る。 

(9)その他の手順項目について考慮する手順 

常設代替交流電源設備又は第二代替交流電源設備からの受電後の原子炉圧力容

器への注水手順は，「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための手順等」にて整備する。 

常設代替交流電源設備又は第二代替交流電源設備による中央制御室の電源への

給電に関する手順は，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順は，「 1.15 事故時の計装に関す

る手順等」に整備する。 

中央制御室，屋内現場，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所等の相互に通信連絡

が必要な個所と通信連絡を行う手順は，「1.19 通信連絡に関する手順等」にて整

備する。 

 

(10)重大事故等時の対応手段の選択 

中央制御室の照明は，設計基準対象施設である非常用照明を優先して使用する。 

 

非常用照明が使用できない場合は，可搬型蓄電池内蔵型照明を設置し，照明を

確保する。常設代替交流電源設備又は第二代替交流電源設備からの受電操作が完

了すれば，非常用照明へ給電を行い，引き続き中央制御室の照明を確保する。 

 

(11)現場操作のアクセス性 

関して習熟している。 

また，放射線業務従事者指定時及び定期的に，放射線防護に関する教育・訓練

を実施している。講師による指導のもとフィッティングテスターを使用したマス

ク着用訓練において，漏れ率（フィルタ透過率含む）2％を担保できるよう正し

くマスクを着用できることを確認する。 

ｃ．重大事故等時の運転員等の被ばく低減及び被ばく線量の平準化 

炉心損傷が予想される事態となった場合又は炉心損傷の徴候が見られた場合，

運転員等の被ばく低減及び被ばく線量の平準化のため，長期的な保安確保の観点

から運転員等の交替要員体制を整備する。交替要員体制は，交替要員として通常

勤務帯の運転員等を当直交替サイクルに充当する等の運用を行うことで，被ばく

線量の平準化を行う。また，運転員等について運転員等交替に伴う移動時の放射

線防護措置や，チェンジングエリア等の各境界における汚染管理を行うことで運

転員等の被ばく低減を図る。 

(10) その他の手順項目について考慮する手順 

代替交流電源設備からの受電後の原子炉圧力容器への注水手順は，「1.4 原子炉

冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備す

る。 

代替交流電源設備による中央制御室の電源への給電に関する手順は，「1.14 電

源の確保に関する手順等」にて整備する。 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順は，「1.15 事故時の計装に関す

る手順等」にて整備する。 

中央制御室，緊急時対策所等の相互に通信連絡が必要な箇所と通信連絡を行う手

順は，「1.19 通信連絡に関する手順等」にて整備する。 

 

 

 (11) 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択フローチャートを第 1.16－10 図に示す。中央制

御室の照明は，設計基準対象施設である非常用照明を優先して使用する。 

非常用照明が使用できない場合は，可搬型照明（ＳＡ）を設置し，照明を確保す

る。代替交流電源設備からの給電開始後においても非常用照明が使用できない場合

は，可搬型照明（ＳＡ）を代替交流電源設備からの給電に切り替え，引き続き照明

を確保する。 
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中央制御室の居住性を確保するための操作のうち現場操作が必要なものは，中

央制御室可搬型陽圧化空調機起動時の以下の操作である。 

・中央制御室可搬型陽圧化空調機ブロワユニットと中央制御室可搬型陽圧化

空調機フィルタユニットの仮設ダクトでの接続操作 

・中央制御室可搬型陽圧化空調機フィルタユニットと中央制御室給気口の仮

設ダクトでの接続操作 

・中央制御室可搬型陽圧化空調機の起動操作 

・全交流動力電源喪失時に中央制御室を陽圧化するための中央制御室換気空

調系給排気隔離弁（MCR 外気取入ダンパ，MCR 排気ダンパ）の手動閉操作 

上記操作は，コントロール建屋計測制御電源盤区域（B）送・排風機室での操作

のため当該個所へのアクセスルートを第 1.16.9 図～第 1.16.11 図に示す。 

中央制御室待避室の居住性を確保するための操作のうち現場操作が必要なもの

は，陽圧化装置の準備のうち以下の操作である。 

 

・中央制御室陽圧化装置空気ボンベ元弁の手動開操作 

・カードル式空気ボンベユニット建屋接続内弁の手動開操作 

上記操作は，コントロール建屋 1階通路と廃棄物処理建屋１階通路での操作の

ため，当該個所へのアクセスルートについても第 1.16.9 図～第 1.16.11 図に示

す。 

上記の現場操作が必要な個所へのアクセス性については，外部起因事象として

地震，地震随伴火災及び地震による内部溢水を想定した場合のアクセスルートの

成立性についても評価し，アクセス性に影響がないことを確認した。  

 

(12)操作の成立性 

中央制御室及び中央制御室待避室の居住性確保のための設備である中央制御室

可搬型陽圧化空調機，中央制御室陽圧化装置の使用又は準備は，炉心損傷の確認

が起因となっており，当該操作は運転員の被ばく防護の観点から，事象発生後の

短い時間で対応することが望ましい。よって，現状の有効性評価シーケンスにお

いて，炉心損傷が起こるシーケンスである「大破断 LOCA＋ECCS 注水機能喪失＋全

交流動力電源喪失」の事象発生から 300 分のタイムチャート（第 1.16.13 図）で

作業の全体像と必要な要員数を示し，それぞれ個別の運転員のタイムチャート（第

1.16.14 図～第 1.16.15 図）で作業項目の成立性を確認した。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12) 操作の成立性 

中央制御室及び中央制御室待避室の居住性確保のための設備である中央制御室換

気系，中央制御室待避室空気ボンベユニットの使用又は準備は，炉心損傷の確認が

起因となっており，当該操作は運転員等の被ばく防護の観点から，事象発生後の短

い時間で対応することが望ましい。よって，現状の有効性評価シーケンスにおい

て，炉心損傷が起こるシーケンスである「大破断ＬＯＣＡ＋高圧炉心冷却失敗＋低

圧炉心冷却失敗」を含む雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破

損）（代替循環冷却系を使用できない場合）の事象発生から 150 分，50 時間のタイ

ムチャート（第 1.16－8図，第 1.16－9図）で作業の全体像と必要な要員数を示

し，作業項目の成立性を確認した。 
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1.16.2.2 汚染の持ち込みを防止するための手順等 

(1)チェンジングエリアの設置及び運用手順 

中央制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下において，中央制

御室への汚染の持ち込みを防止するため，モニタリング及び作業服の着替え等を

行うためのチェンジングエリアを設置する手順を整備する。 

チェンジングエリアには，防護具を脱衣する脱衣エリア，放射性物質による要

員や物品の汚染を確認するためのサーベイエリア，汚染が確認された際に除染を

行う除染エリアを設け，運転員等が汚染検査及び除染を行うとともに，チェンジ

ングエリアの汚染管理を行う。除染エリアは，サーベイエリアに隣接して設置し，

除染はウェットティッシュでの拭き取りを基本とするが，拭き取りにて除染でき

ない場合は，簡易シャワーにて水洗による除染を行う。簡易シャワーで発生した

汚染水は，必要に応じてウエスへ染み込ませる等により固体廃棄物として廃棄す

る。 

また，チェンジングエリア設置場所付近の全照明が消灯した場合は，乾電池内

蔵型照明を設置する。  

a.手順着手の判断基準 

当直副長が，原子力災害対策特別措置法第 10 条特定事象が発生したと判断し

た後，保安班長が，事象進展の状況（格納容器内雰囲気放射線レベル計（CAMS）

等により炉心損傷 ※1を判断した場合等），参集済みの要員数及び保安班が実施す

る作業の優先順位を考慮して，チェンジングエリア設営を行うと判断した場合。 

 

※ 1：格納容器内雰囲気放射線レベル計 (CAMS)で原子炉格納容器内のガン

マ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合，

又は格納容器内雰囲気放射線レベル計 (CAMS)が使用できない場合に原子

炉圧力容器温度計で 300℃以上を確認した場合。 

b.操作手順 

チェンジングエリアを設置するための手順の概要は以下のとおり。タイムチャ

ートを第 1.16.15 図に示す。 

① 保安班長は，手順着手の判断基準に基づき，保安班に中央制御室の出入口付近

に，チェンジングエリアを設置するよう指示する。 

 

② 保安班は，チェンジングエリア設置場所の照明が確保されていない場合，乾電

 

1.16.2.2 汚染の持ち込みを防止するための手順等 

(1) チェンジングエリアの設置及び運用手順 

中央制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下において，中央制御

室への汚染の持ち込みを防止するため，モニタリング及び作業服の着替え等を行う

ためのチェンジングエリアを設置する手順を整備する。 

チェンジングエリアには，防護具を脱衣する脱衣エリア，放射性物質による要員

や物品の汚染を確認するためのサーベイエリア，汚染が確認された際に除染を行う

除染エリア，中央制御室への汚染の流入を防止するためのクリーンエリアを設け，

運転員等が汚染検査及び除染を行うとともに，チェンジングエリアの汚染管理を行

う。除染エリアは，サーベイエリアに隣接して設置し，除染はウェットティッシュ

での拭き取りを基本とするが，拭き取りにて除染できない場合は，簡易シャワーに

て水洗による除染を行う。簡易シャワーで発生した汚染水は，必要に応じてウエス

へ染み込ませる等により固体廃棄物として廃棄する。 

また，チェンジングエリア設置場所付近の全照明が消灯した場合は，可搬型照明

（ＳＡ）を設置する。 

ａ．手順着手の判断基準 

原子力災害対策特別措置法第10条の特定事象が発生したと判断した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．操作手順 

チェンジングエリアを設置するための手順の概要は以下のとおり。タイムチャ

ートを第1.16－11図に示す。 

① 災害対策本部長代理は，手順着手の判断基準に基づき，重大事故等対応要

員に中央制御室の出入口付近に，チェンジングエリアを設置するよう指示

する。 

② 重大事故等対応要員は，チェンジングエリア設置場所の照明が確保されて
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池内蔵型照明を設置し，照明を確保する。 

③ 保安班は，チェンジングエリア用資機材を移動・設置し，エアーテントを展開

し，床・壁等を養生シート及びテープを用い，隙間なく養生する。 

 

④ 保安班は，各エリアの間にバリア，入口に粘着マット等を設置する。 

 

⑤ 保安班は，簡易シャワー等を設置する。 

⑥ 保安班は，脱衣回収箱，GM汚染サーベイメータ等を必要な箇所に設置する。 

 

c.操作の成立性 

上記の対応は，保安班 2 名で行い，作業開始から約 60 分で対応可能である。 

 

 

1.16.2.3 運転員等の被ばくを低減するための手順等 

(1)非常用ガス処理系による運転員等の被ばく防止手順  

a. 非常用ガス処理系起動手順 

原子炉建屋原子炉区域内を負圧に維持することで，重大事故等により原子炉格納

容器から原子炉建屋原子炉区域内に漏えいしてくる放射性物質が原子炉建屋原子炉

区域から直接環境へ放出されることを防ぎ，運転員等の被ばくを未然に防ぐために

非常用ガス処理系を起動する手順を整備する。 

全交流動力電源喪失により非常用ガス処理系が起動できない場合は，常設代替交

流電源設備又は第二代替交流電源設備により非常用ガス処理系の電源を確保する。 

 

常設代替交流電源設備及び第二代替交流電源設備に関する手順等は「1.14 電源の

確保に関する手順等」にて整備する。  

 

(a)手順着手の判断基準 

原子炉区域排気放射能高，燃料取替エリア放射能高，ドライウェル圧力高，原

子炉水位低 (L-3)及び原子炉区域・タービン区域換気空調系全停のいずれかの

信号が発生した場合又は，原子炉区域・タービン区域換気空調系が全停してい

る場合。  

(b)操作手順 

非常用ガス処理系を起動する手順は以下の通り。非常用ガス処理系の概要図

いない場合，可搬型照明（ＳＡ）を設置し，照明を確保する。 

③ 重大事故等対応要員は，チェンジングエリア用資機材を移動・設置し，テ

ントハウスを展開し，床・壁等を養生シート及びテープを用い，隙間なく

養生する。 

④ 重大事故等対応要員は，各エリアの間にバリア，入口に粘着マット等を設

置する。 

⑤ 重大事故等対応要員は，簡易シャワー等を設置する。 

⑥ 重大事故等対応要員は，脱衣収納袋，ＧＭ汚染サーベイメータ等を必要な

箇所に設置する。 

ｃ．操作の成立性 

上記の対応は，重大事故等対応要員 2名で行い，作業開始から 170 分以内で対

応可能である。  

 

1.16.2.3 運転員等の被ばくを低減するための手順等 

(1) 原子炉建屋ガス処理系による運転員等の被ばく防止手順 

ａ．原子炉建屋ガス処理系起動手順 

原子炉建屋原子炉棟内を負圧に維持することで，重大事故等により原子炉格納

容器から原子炉建屋原子炉棟内に漏えいしてくる放射性物質が原子炉建屋原子炉

棟から直接環境へ放出されることを防ぎ，運転員等の被ばくを未然に防ぐために

原子炉建屋ガス処理系を起動する手順を整備する。 

全交流動力電源喪失により原子炉建屋ガス処理系が起動できない場合は，常設

代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置により原子炉建屋ガス処理系の電

源を確保する。 

常設代替交流電源設備に関する手順等は「1.14 電源の確保に関する手順等」

にて整備する。 

(a) 交流動力電源が正常な場合の運転手順 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

原子炉水位低（レベル3），ドライウェル圧力高，原子炉建屋換気系排気ダ

クトモニタ放射能高及び原子炉建屋換気系燃料取替床排気ダクトモニタ放射

能高のいずれかの信号が発生した場合。 

ⅱ) 操作手順 

原子炉建屋ガス処理系を起動する手順は以下のとおり。 

原子炉建屋ガス処理系の概要図を第1.16－12図に，タイムチャートを第
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を第 1.16.8 図に示す。 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に非常用ガス処

理系の起動準備を開始するよう指示する。 

②中央制御室運転員 A 及び B は，中央制御室からの手動起動操作，又は自動起動

信号（原子炉区域排気放射能高，燃料取替エリア放射能高，ドライウェル圧力

高，原子炉水位低 (L-3)及び原子炉区域・タービン区域換気空調系全停）によ

る非常用ガス処理系排風機が起動によって，非常用ガス処理系入口隔離弁及び

非常ガス処理系フィルタ装置出口隔離弁が全開，非常用ガス処理系乾燥装置入

口弁が調整開となることを確認する。 

③中央制御室運転員 A 及び B は，非常用ガス処理系の運転が開始されたことを非

常用ガス処理系排気流量指示値の上昇及び原子炉建屋外気差圧指示値が負圧で

あることにより確認し当直副長に報告するとともに，原子炉建屋外気差圧指示

値を規定値で維持する。非常用ガス処理系起動時に原子炉建屋ブローアウトパ

ネルの開閉状態を確認し， 開放状態になっている場合は， 中央制御室からの

操作により閉止する。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員 2 名（操作者及び確認者）にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してから非常用ガス処理系の起動まで 5分以内で対

応可能である。  

原子炉建屋ブローアウトパネルの閉止操作については，中央制御室運転員 2 

名（ 操作者及び確認者） にて 10 分以内で対応可能である。 

 

 

1.16－13図に示す。 

① 発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に原子炉建屋ガス

処理系Ａ系及びＢ系の自動起動の確認を指示する。 

② 運転員等は，中央制御室にて，隔離信号により非常用ガス処理系排風

機（Ａ）及び（Ｂ）並びに非常用ガス再循環系排風機（Ａ）及び（Ｂ）

が起動したことを確認するとともに，非常用ガス再循環系空気流量及

び非常用ガス処理系空気流量の上昇を確認する。 

③ 運転員等は，中央制御室にて，非常用ガス再循環系原子炉建屋通常排

気系隔離弁及び中央制御室換気系排煙装置隔離弁の閉を確認するとと

もに，非常用ガス再循環系系統入口弁，非常用ガス再循環系トレイン

入口弁，非常用ガス再循環系トレイン出口弁，非常用ガス処理系トレ

イン入口弁，非常用ガス処理系トレイン出口弁及び非常用ガス再循環

系系統再循環弁の開を確認する。 

④ 運転員等は，中央制御室にて，発電長に原子炉建屋ガス処理系Ａ系及

びＢ系が自動起動したことを報告する。 

⑤ 発電長は，環境へのガス放出量の増大，フィルタトレインに湿分を含

んだ空気が流入すること等を考慮し，運転員等に原子炉建屋ガス処理

系Ａ系又はＢ系の停止を指示する。 

⑥ 運転員等は，中央制御室にて，非常用ガス処理系排風機（Ａ）又は（Ｂ）

若しくは非常用ガス再循環系排風機（Ａ）又は（Ｂ）を停止し，発電

長に報告する。 

⑦ 発電長は，運転員等に原子炉建屋換気系が隔離され全停していること

を確認するように指示する。 

⑧ 運転員等は，中央制御室にて原子炉建屋換気系が隔離され全停してい

ることを確認し，発電長に報告する。 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名にて作業を実施した

場合，作業開始を判断してから原子炉建屋ガス処理系の起動まで6分以内で

対応可能である。 

原子炉建屋ブローアウトパネルの閉止操作については，運転員等1名にて

17分以内で対応可能である。 

(b) 全交流動力電源が喪失した場合の運転手順 

全交流動力電源喪失等により原子炉建屋ガス処理系が自動起動しない場合
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に原子炉建屋ガス処理系を手動で起動する手順を整備する。 

全交流動力電源喪失時には，原子炉建屋ガス処理系が停止中であるため，代

替交流電源設備によりＭＣＣ ２Ｃ系又はＭＣＣ ２Ｄ系が受電されたことを

確認した後，原子炉建屋ガス処理系を起動する。 

なお，原子炉建屋外側ブローアウトパネルが開放した場合は，「1.16.2.3 (1) 

ｃ．原子炉建屋外側ブローアウトパネル部の閉止手順」に従い閉止を行う。 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失等により，原子炉建屋ガス処理系が自動起動せず，原

子炉建屋換気系が全停している場合。全交流動力電源喪失後には，代替交流

電源設備により緊急用Ｍ／Ｃが受電され，緊急用Ｍ／ＣからＭＣＣ ２Ｃ又

はＭＣＣ ２Ｄが受電完了した場合。 

ⅱ) 操作手順 

全交流動力電源喪失により原子炉建屋ガス処理系が停止している場合に，

原子炉建屋ガス処理系Ａ系を再起動する手順の概要は以下のとおり。（原子

炉建屋ガス処理系Ｂ系の起動手順も同様。）原子炉建屋ガス処理系概要図を

第1.16－12図に，タイムチャートを第1.16－14図に示す。 

① 発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に原子炉建屋ガス

処理系の起動の準備を指示する。 

② 運転員等は，中央制御室にて原子炉建屋外側ブローアウトパネル

の閉止を確認し，非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系の運

転を実施するために必要な排風機，電動弁及び監視計器の電源が

確保されていることを状態表示等により確認する。 
③ 運転員等は，中央制御室にて非常用ガス再循環系原子炉建屋通常

排気系隔離弁の閉を確認するとともに，非常用ガス再循環系系統

入口弁，非常用ガス再循環系トレイン入口弁，非常用ガス再循環

系トレイン出口弁，非常用ガス処理系トレイン入口弁，非常用ガ

ス処理系トレイン出口弁及び非常用ガス再循環系系統再循環弁の

開を確認する。 

  なお，非常用ガス再循環系原子炉建屋通常排気系隔離弁が閉でない

場合又は非常用ガス再循環系系統入口弁，非常用ガス再循環系トレイ

ン入口弁，非常用ガス再循環系トレイン出口弁，非常用ガス処理系ト

レイン入口弁，非常用ガス処理系トレイン出口弁及び非常用ガス再循

環系系統再循環弁が開でない場合は，中央制御室にて系統構成を実施



柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表  
【対象項目：1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等】 

29 
 

柏崎刈羽原子力発電所６／７号炉 設置変更許可申請書 再補正（平成29 年12 月18 日） 東海第二 備 考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.非常用ガス処理系停止手順 

非常用ガス処理系が運転中に，原子炉建屋内の水素濃度の上昇を確認した場

合は，非常用ガス処理系の系統内での水素爆発を回避するため，非常用ガス処

理系を停止する。 

また，耐圧強化ベント系及び格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器

ベント操作を実施する場合についても，原子炉格納容器ベント時の系統構成の

ため，非常用ガス処理系を停止する。  

 

(a)手順着手の判断基準 

原子炉建屋オペレーティングフロアの水素濃度が，1.3vol%に到達した場合，

又は耐圧強化ベント系，格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器ベント

操作を実施する場合。 

 

(b)操作手順 

非常用ガス処理系を停止する手順は以下の通り。非常用ガス処理系の概要図

を第 1.16.8 図に示す。  

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に非常用ガス処

理系の停止準備を開始するよう指示する。  

②中央制御室運転員 A 及び B は，非常用ガス処理系排風機のコントロールスイ

ッチを「切保持」とし，非常用ガス処理系排風機が停止，非常用ガス処理系乾

燥装置入口弁が全閉となることを確認する。  

する。 

④ 運転員等は，中央制御室にて発電長に原子炉建屋ガス処理系の準

備が完了したことを報告する。 

⑤ 発電長は，運転員等に原子炉建屋ガス処理系の起動を指示する。 

⑥ 運転員等は，中央制御室にて非常用ガス処理系排風機（Ａ）及び

非常用ガス再循環系排風機（Ａ）を起動し，非常用ガス再循環系

空気流量及び非常用ガス処理系空気流量の上昇を確認した後，発

電長に報告する。 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は中央制御室の運転員等 1名にて作業を実施し，中央制御室換

気系及び原子炉建屋ガス処理系の起動までの所要時間を 5分以内で対応可能

である。 

ｂ．原子炉建屋ガス処理系停止手順 

原子炉建屋ガス処理系が運転中に，原子炉建屋内の水素濃度の上昇を確認した

場合は，原子炉建屋ガス処理系の系統内での水素爆発を回避するため，原子炉建

屋ガス処理系を停止する。 

また，耐圧強化ベント系による原子炉格納容器ベント操作を実施する場合につ

いても，原子炉格納容器ベント時の系統構成のため，非常用ガス処理系を停止す

る。 

(a) 手順着手の判断基準 

原子炉建屋原子炉棟の水素濃度が，2.0vol％に到達した場合，又は耐圧強化

ベント系による原子炉格納容器ベント操作を実施する場合。 

(b) 操作手順 

原子炉建屋ガス処理系を停止する手順は以下のとおり。原子炉建屋ガス処理

系の概要図を第1.16－12図に，タイムチャートを第1.16－15図に示す。  

① 発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に原子炉建屋ガス処

理系の停止準備を開始するよう指示する。  

② 運転員等は，非常用ガス処理系排風機のコントロールスイッチを「切保

持」とし，非常用ガス処理系排風機，非常用ガス再循環系排風機が停止，

非常用ガス再循環系系統入口弁，非常用ガス再循環系トレイン入口弁が

全閉となることを確認する。  

③ 運転員等は，原子炉建屋ガス処理系の停止操作が完了したことを発電長

に報告する。  
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③中央制御室運転員 A 及び B は，非常用ガス処理系入口隔離弁及び非常ガス処

理系フィルタ装置出口隔離弁の全閉操作を実施する。  

④中央制御室運転員 A 及び B は，非常用ガス処理系の停止操作が完了したこと

を当直副長に報告する。  

 

(c)操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員 2名（操作者及び確認者）にて作業を実施し

た場合，作業開始を判断してから非常用ガス処理系の停止まで 5 分以内で対応

可能である。 

 

 

c. 原子炉建屋ブローアウトパネルの閉止手順 

 

原子炉建屋原子炉区域は， 重大事故等時においても， 非常用ガス処理系によ

り，内部の負圧を確保することができる。 

原子炉建屋原子炉区域の気密バウンダリの一部として原子炉建屋に設置する

原子炉建屋ブローアウトパネルが非常用ガス処理系起動時に開放状態となって

いる場合は， 内部の負圧を確保するために閉止する。 

 

【中央制御室からの原子炉建屋ブローアウトパネル閉止手順】 

 

(a) 手順着手の判断基準 

原子炉建屋ブローアウトパネルが開放状態で交流動力電源が健全な場合。 

 

 

(b) 操作手順 

中央制御室からの原子炉建屋ブローアウトパネルを閉止する手順は以下のと

おり。 

① 当直副長は， 手順着手の判断基準に基づき， 中央制御室運転員 A 及び B 

に，原子炉建屋ブローアウトパネル閉止操作を指示する。 

② 中央制御室運転員 B は， 操作スイッチにより原子炉建屋ブローアウトパ

ネル閉止操作を実施する。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから非常用ガス処理系の停止まで5分以内で対応可能である。 

ｃ．原子炉建屋外側ブローアウトパネル部の閉止手順 

原子炉建屋原子炉棟は，重大事故等時においても，原子炉建屋ガス処理系によ

り，内部の負圧を確保することができる。 

原子炉建屋原子炉棟の気密バウンダリの一部として原子炉建屋に設置する原子

炉建屋外側ブローアウトパネルが原子炉建屋ガス処理系起動時に開放状態となっ

ている場合は，内部の負圧を確保するために閉止する。 

【原子炉建屋ガス処理系が運転していない場合の中央制御室からの原子炉建屋外側

ブローアウトパネル閉止手順】 

(a) 手順着手の判断基準 

原子炉建屋外側ブローアウトパネルが開放状態で交流動力電源が健全な場合

で原子炉建屋ガス処理系が運転していない場合。 

(b) 操作手順 

中央制御室からの原子炉建屋外側ブローアウトパネル部を閉止する手順は以

下のとおり。タイムチャートを第 1.16－16 図に示す。 

① 発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に，原子炉建屋外側ブ

ローアウトパネル閉止操作を指示する。 

② 運転員等は，ブローアウトパネル閉止装置の遠隔操作により原子炉建屋外

側ブローアウトパネル部閉止操作を実施する。 

【原子炉建屋ガス処理系が運転している場合の中央制御室からの原子炉建屋外側ブ

ローアウトパネル閉止手順】 

(a) 手順着手の判断基準 

原子炉建屋外側ブローアウトパネルが開放状態で交流動力電源が健全な場合

で原子炉建屋ガス処理系が運転している場合。 

(b) 操作手順 

中央制御室からの原子炉建屋外側ブローアウトパネル部を閉止する手順は以

下のとおり。タイムチャートを第 1.16－16 図に示す。 

① 発電長は，手順着手の判断基準に基づき， 運転員等に，原子炉建屋外側

ブローアウトパネル閉止操作を指示する。 

② 運転員等は，中央制御室にて原子炉建屋ガス処理系の運転を停止する。 

③ 運転員等は，ブローアウトパネル閉止装置の遠隔操作により原子炉建屋外
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 (c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員 2名（ 操作者及び確認者）にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してから原子炉建屋ブローアウトパネル閉止操作ま

で 10分以内で対応可能である。 

 

 

【現場での原子炉建屋ブローアウトパネル閉止手順】 

(a) 手順着手の判断基準 

原子炉建屋ブローアウトパネルが開放状態で全交流動力電源が喪失及び炉心

が健全であることを確認した場合。 

(b) 操作手順 

現場での原子炉建屋ブローアウトパネルを閉止する手順は以下のとおり。 

（運転員が実施する場合） 

① 当直副長は， 手順着手の判断基準に基づき， 現場運転員に， 原子炉建

屋ブローアウトパネル閉止操作を指示する。 

②現場運転員 C,D,E 及び F は，原子炉建屋原子炉区域内の開放状態の原子

炉建屋ブローアウトパネルへ移動後， 牽引装置等を操作し， 原子炉建屋

ブローアウトパネルを引き上げる。 

③現場運転員 C,D,E 及び F は，原子炉建屋ブローアウトパネルの引き上げ

後に原子炉建屋ブローアウトパネルを原子炉建屋に固定する。 

（緊急時対策要員が実施する場合） 

① 当直長は， 当直副長の依頼に基づき， 緊急時対策本部に原子炉建屋ブ

ローアウトパネル閉止操作を依頼する。 

② 緊急時対策本部は， 緊急時対策要員に原子炉建屋ブローアウトパネル閉

止操作を指示する。 

③ 緊急時対策要員は， 原子炉建屋原子炉区域内の開放状態の原子炉建屋ブ

ローアウトパネルへ移動後， 牽引装置等を操作し， 原子炉建屋ブローア

ウトパネルを引き上げる。 

④ 緊急時対策要員は， 原子炉建屋ブローアウトパネルの引き上げ後に原子

炉建屋ブローアウトパネルを原子炉建屋に固定する。 

⑤ 緊急時対策要員は， 原子炉建屋ブローアウトパネルの閉止操作完了を緊

急時対策本部経由で当直長へ報告する。 

側ブローアウトパネル部閉止操作を実施する。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室の運転員等1名にて作業を実施した場合，原子炉

建屋外側ブローアウトパネルが，10箇所全て開放した場合に全ての開口部を閉

止するまで17分以内で対応可能である。なお，遠隔操作による原子炉建屋外側

ブローアウトパネル開口部の閉止操作を行い，その後に原子炉建屋ガス処理系

を手動で起動するまで22分以内で対応可能である。 

【現場での原子炉建屋外側ブローアウトパネル部閉止手順】 

(a) 手順着手の判断基準 

原子炉建屋外側ブローアウトパネルが開放状態で全交流動力電源が喪失及び

炉心が健全であることを確認した場合。 

(b) 操作手順 

現場での原子炉建屋外側ブローアウトパネル部を閉止する手順は以下のとお

り。タイムチャートを第1.16－17図に示す。 

① 発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災害対策本部長代理に原子

炉建屋外側ブローアウトパネル閉止部操作を依頼する。 

② 災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に原子炉建屋外側ブロー

アウトパネル閉止部操作を指示する。 

③ 重大事故等対応要員は，原子炉建屋原子炉棟の開放状態の原子炉建屋

外側ブローアウトパネルへ移動後，人力でのブローアウトパネル閉止

装置の操作により，原子炉建屋外側ブローアウトパネル開口部の閉止

を行う。 

④ 重大事故等対応要員は，原子炉建屋外側ブローアウトパネル部の閉止

操作完了を災害対策本部長代理経由で発電長へ報告する。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は重大事故等対応要員 2名で実施し，作業開始を判断してから原

子炉建屋外側ブローアウトパネル 1枚あたり 40分以内で対応可能である。 
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(c) 操作の成立性 

上記の操作は， 運転員又は緊急時対策要員 4 名で実施し， 作業開始を判断

してから原子炉建屋ブローアウトパネル 1 枚あたり約 10 時間で対応可能であ

る。 

 

(2) 現場操作のアクセス性 

被ばく線量の低減のための操作のうち現場操作が必要なものは， 原子炉建屋

ブローアウトパネルの閉止のうち以下の操作である。 

・現場での原子炉建屋ブローアウトパネル閉止操作 

上記操作は， 原子炉建屋 4 階通路と原子炉建屋 1 階 MS トンネル室での操作

のため， 当該個所へのアクセスルートを第 1.16.9 図～第 1.16.12 図に示す。 

上記の現場操作が必要な個所へのアクセス性については，外部起因事象とし

て地震， 地震随伴火災及び地震による内部溢水を想定した場合のアクセスルー

トの成立性についても評価し，アクセス性に影響がないことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．原子炉建屋外側ブローアウトパネルの強制開放手順 

(a) 手順着手の判断基準 

ブローアウトパネル閉止装置による閉止を行うために原子炉建屋外側ブロー

アウトパネルの開放を行う必要があると判断した場合。 

(b) 操作手順 

現場においてのブローアウトパネル強制開放装置の操作手順の概要は以下の

とおり。タイムチャートを第 1.16－18 図に示す。 

① 発電長は，手順着手の判断基準に基づき，原子炉建屋外側ブローアウ

トパネルの開放を，災害対策本部長代理に依頼する。 

② 災害対策本部長代理は，原子炉建屋外側ブローアウトパネルの開放

を，重大事故等対応要員に指示する。 

③ 重大事故等対応要員は，現場（二次格納施設外）にてブローアウトパ

ネル強制開放装置の操作により，原子炉建屋外側ブローアウトパネル

の開放を行う。 

④ 重大事故等対応要員は，原子炉建屋外側ブローアウトパネルの開放を

確認した後，災害対策本部長代理経由で発電長に報告する。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は重大事故等対応要員 2名にて作業を実施し，1箇所を開放する
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まで 50 分で対応可能である。 

その後にブローアウトパネル閉止装置による閉止を現場において人力で行

う場合，閉止まで 60 分以内で対応可能である。 

 
 



柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表  
【対象項目：1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等】 

34 
 

柏崎刈羽原子力発電所６／７号炉 設置変更許可申請書 再補正（平成29 年12 月18 日） 東海第二 備 考 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表  
【対象項目：1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等】 

35 
 

柏崎刈羽原子力発電所６／７号炉 設置変更許可申請書 再補正（平成29 年12 月18 日） 東海第二 備 考 

 

 

 

 

 
 



柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表  
【対象項目：1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等】 

36 
 

柏崎刈羽原子力発電所６／７号炉 設置変更許可申請書 再補正（平成29 年12 月18 日） 東海第二 備 考 
  

 
 

 

 

 

 
 



柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表  
【対象項目：1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等】 

37 
 

柏崎刈羽原子力発電所６／７号炉 設置変更許可申請書 再補正（平成29 年12 月18 日） 東海第二 備 考 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表  
【対象項目：1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等】 

38 
 

柏崎刈羽原子力発電所６／７号炉 設置変更許可申請書 再補正（平成29 年12 月18 日） 東海第二 備 考 

 

 

 

 
  



柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表  
【対象項目：1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等】 

39 
 

 
柏崎刈羽原子力発電所６／７号炉 設置変更許可申請書 再補正（平成29 年12 月18 日） 東海第二 備 考 

   

 



柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表  
【対象項目：1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等】 

40 
 

柏崎刈羽原子力発電所６／７号炉 設置変更許可申請書 再補正（平成29 年12 月18 日） 東海第二 備 考 

 

第 1.16－3表 審査基準における要求事項ごとの給電対象設備 

対象条文 供給対象設備 
給電元 

給電母線 

【1.16】 

原子炉制御室の居住性

等に関する手順等 

中央制御室換気系 空気調和機ファン 
Ａ系：ＭＣＣ ２Ｃ系 

Ｂ系：ＭＣＣ ２Ｄ系 

中央制御室換気系 フィルタ系ファン 
Ａ系：ＭＣＣ ２Ｃ系 

Ｂ系：ＭＣＣ ２Ｄ系 

中央制御室換気系 給気隔離弁 
Ａ系：ＭＣＣ ２Ｄ系 

Ｂ系：ＭＣＣ ２Ｃ系 

中央制御室換気系 排気隔離弁 
Ａ系：ＭＣＣ ２Ｄ系 

Ｂ系：ＭＣＣ ２Ｃ系 

中央制御室換気系 排煙装置隔離弁 
Ａ系：ＭＣＣ ２Ｄ系 

Ｂ系：ＭＣＣ ２Ｃ系 

非常用ガス処理系 排風機 
Ａ系：ＭＣＣ ２Ｃ系 

Ｂ系：ＭＣＣ ２Ｄ系 

非常用ガス再循環系 排風機 
Ａ系：ＭＣＣ ２Ｃ系 

Ｂ系：ＭＣＣ ２Ｄ系 

原子炉建屋ガス処理系 AO 弁用制御電源 
Ａ系：125V Ａ系蓄電池 

Ｂ系：125V Ｂ系蓄電池 

可搬型照明（ＳＡ） 緊急用ＭＣＣ 

ブローアウトパネル閉止装置 緊急用ＭＣＣ 

ブローアウトパネル開閉状態表示 緊急用 125V系蓄電池 

ブローアウトパネル閉止装置開閉状態表

示 
緊急用 125V系蓄電池 
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第 1.16－2図 中央制御室換気系による居住性の確保タイムチャート 

（全交流動力電源が喪失した場合） 
 

 

第 1.16－3図 中央制御室の照明の確保のタイムチャート 

 

 

第 1.16－4図 中央制御室待避室による居住性の確保のタイムチャート 
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